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本日の委員会に付した案件 

 議案第 ６１号  平成２８年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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○委員長（岩永政則委員） 

皆さんおはようございます。 

本日から議案第６１号平成２８年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についての件

を議題とし、審査を進めてまいりたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

山本総務課長。 

○総務課長（山本昭彦君） 

皆さんおはようございます。それでは平成２８年度長与町一般会計決算書について歳

入の方から御説明をさせていただきます。事項別明細書の２６ページ、２７ページでご

ざいます。１３款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金でございます。１節

総務管理費補助金の社会保障・税番号システム改修費補助金７０３万５,０００円、そ

れとマイナンバー制度の開始に伴いまして個人情報保護の強化を目的としたセキュリテ

ィ強化対策業務委託費に対する補助金８３５万円でございます。次３２ページ、３３ペ

ージでございます。１４款県支出金３項委託金１目総務費委託金１節総務管理費委託金

の人権啓発活動地方委託事業委託金４３万１,０００円が総務課所管でございます。総

務課におきまして人権の花運動に係る経費、生涯学習課において人権作文、標語集等の

作成費として支出をしております。次に３４ページ、３５ページ。１４款県支出金３項

委託金１目総務費委託金４節の選挙費委託金、平成２８年７月１０日に執行されました

参議院議員通常選挙事務委託金の１,１３６万９,５９３円が主なもので、その他に長崎

県南部海区漁業調整委員会委員選挙と在外選挙人名簿登録事務委託金がございます。次

に４４ページ、４５ページの雑入でございます。１９款諸収入５項雑入１目雑入１節雑

入ですが、中程の上から１９行目研修助成金収入と、下から１２行目にあります公文書

開示費用負担金が総務課所管でございます。また、研修助成金は２８年度に実施いたし

ました研修に対しまして、長崎県市町村振興協議会よりの一部補填でございます。次の

ページ、４６ページ、４７ページでございます。２０款町債１項町債５目総務債１節総

務管理費事業債、地方公共団体情報セキュリティ強化対策充当起債になります。１,７

６０万円を借り入れております。 

続きまして歳出でございます。５０ページから５１ページ、２款総務費１項総務管理

費１目一般管理費でございます。総務課所管が１節報酬、行政改革推進委員会と表彰審

議専門委員会委員報酬と行政不服審査会委員報酬になります。行政改革推進委員会は２

回開催し、委員４人分の報酬５万６,８００円でございます。表彰審議会専門委員会委

員は６人分の報酬で４万２,０００円、行政不服審査会は３回開催をいたしまして委員

４人分の報酬１２万２,７００円でございます。２節から４節までの人件費につきまし

ては総務課、秘書広報課、契約管財課分を計上しております他、町長、副町長の分もこ

こで計上をしております。２８年度の２節から４節までの決算額合計２億４,３２５万

３,０２１円、２７年度決算と比べまして４８４万８,０３４円の減額となっております。

次のページ、５２ページ、５３ページ。８節報償費の自治功労賞報償費は在職２５年以



 

 

上の職員が７名、在職３０年以上の退職職員８名、その他文化祭表彰時の記念品でござ

います。産業医と顧問弁護士の報償費は前年度と同額となっております。平和事業謝礼

の方は平和のつどいに出演をお願いいたしました少年少女合唱団に対する謝礼でござい

ます。９節旅費ですが、普通旅費の内７２万２,１９０円、研修旅費の全額と費用弁償

の内２万７,０００円が総務課所管でございます。普通旅費におきましては、熊本地震

の際の職員の災害派遣による分が増額となっております。１１節需要費の消耗品の内、

総務課所管分が８７６万２,００２円で機構改革による例規の整備、それと執行機関分

の法整備、また行政不服審査法の整備等に伴う例規整備の追録分の増加分が増額の主な

要因でございます。次１３節委託料ですが、上から職員健康診断委託料、長崎県公平事

務委託料、研修委託料、看板作成委託料、職員採用試験事務委託料、例規整備支援業務

委託料、郵便料金システム保守委託料、それと文書廃棄処理委託料が総務課所管でござ

います。看板作成委託料は長与駅に設置いたしました原爆救援列車の平和モニュメント

の看板の作成に１３万９,３２０円、例規整備支援業務委託料は情報連携に伴います安

全管理措置規定策定の為の基本方針、対策基準の精査、リスク分析等を行う為の業務委

託として７５万６,０００円、後、文書廃棄処理委託料は個人情報関係等の機密文書の

処理委託料１５万９,３５４円となっております。次１４節使用料及び賃借料で自動車

借上料の内５万６,２４０円、有料道路等使用料の内２万４,３２０円、駐車場使用料の

内２万５,８００円、その他職員採用試験会場施設使用料、例規集検索システム使用料、

郵便料金システムリース使用料、イベント用品レンタル料ということが総務課所管とな

っております。イベント用品レンタル料は平和の集いと表彰式典におきます白布のレン

タルです。続いて１９節負担金、補助及び交付金は協議会等の各種団体の負担金でござ

います。長崎県派遣職員負担金は人事交流に伴います県職員と町職員の給与の差額分を

負担するものでございます。次のページ、５４、５５ページ。長崎人権擁護委員協議会

負担金、発明協会長崎県支部事業費負担金、各種講習会負担金、長崎県社会保険協会会

費、日本非核宣言自治体協議会負担金、長崎県市町村行政振興協議会事業負担金と１番

最後の支援負担金が総務課所管でございます。各種講習会負担金はＮＯＭＡ等での研修

の分が増えておりまして、その分が増額となっております。支援負担金の５０万円は長

崎県町村会と県下８町の各町５０万円を熊本地震に係る義援金として負担した分でござ

います。その他につきましては前年度とほぼ同額でございます。次に６４、６５ページ

になります。２款総務費１項総務管理費９目電子計算費９節旅費１万９,６９０円は主

に長崎市内等で開かれた会議、それと事務協議等の普通旅費でございます。次に１１節

需要費でございますが、消耗品につきましては電算機器に係る経常的な経費でございま

す。主なものといたしましては新基幹システム用及びパソコン用トナー１７万２,３６

８円、認証カードに係る経費が２４万６,７８０円となっております。修繕料につきま

しては、プリンター修理の分でございます。次に１２節役務費でございます。こちら町

が取得しておりますインターネット接続の為のドメイン管理手数料と回線使用料につき



 

 

ましてはＬＧＷＡＮ、総合行政ネットワークへの接続分に加え２８年度から各小中学校

と保育所の財務会計処理の為の回線使用料分が増額となっております。次のデータセン

ターサービス利用型基幹システム利用料でございますが、平成２７年１月から稼働して

おります新基幹システムの利用料でございます。次に１３節委託料、電算システム運用

開発委託料６,３９７万２,９９０円がほとんどを占めております。システムの運用管理

委託とシステムの開発改修を委託してシステム運用管理に対応しているところでござい

ます。システム開発改修につきましては、マイナンバー制度の開始に伴いまして個人情

報保護の強化を目的としたセキュリティ強化対策業務委託費２,６０７万４,４４０円、

社会保障・税番号制度対応業務それと社会保障・税番号制度に向けたシステム改修、総

務省管轄分が８４７万５,８４０円、厚生労働省管轄分が７５５万７,８４０円、その他、

子ども子育て支援システム、保育料至便性報告サブシステム導入業務委託、保育業務の

各種集計報告等に係るサブシステムの導入経費に９２万８,８００円、収納業務が収納

推進課に集約されたことによります一元管理する為のシステム改修業務で滞納整理シス

テム改修業務委託料６０４万８,２４０円、後、ビューテラス長与北陽台の字界及び地

番整備に伴う基幹システムデータの変更業務委託料３５６万４,０００円となっており

ます。その他、裁断機、圧着機器の保守委託、全国の町字、町名の最新データを提供し

てもらう町字名マスターの保守委託、インターネット上の様々な情報サービスを提供し

ていただくホスティング委託、それぞれ行っているところでございます。次に１４節使

用料及び賃借料につきましては電子計算機及び周辺機器等リース料として自動交付機、

住基ネットシステム関連機器リース料１,５２１万９,２２８円、電算室無停電電源装置、

空調機更新業務２８１万４,９１２円、ＬＧＷＡＮリース料３万２,４００円、一般事務

用のパソコン機器で２,８１８万４,９２７円、次に１８節備品購入費２１万７,９４０

円は耐火金庫が４万２,９８４円とシュレッダー購入で１７万４,９６０円でございます。

次に１９節負担金、補助及び交付金５６４万９,０００円の内、上記の２件は町におけ

る電算システムの適正かつ効率的な業務を推進する為の各種団体に加入する為の会費で

ございます。社会保障・税番号制度中間サーバー・プラットホーム負担金２１１万円は

地方自治公共団体情報システム機構に設置されております中間サーバーの負担金でござ

います。次に７０ページ、７１ページになります。２款総務費２項徴税費１目税務総務

費１節報酬ですが、固定資産評価審査委員会委員報酬になります。委員会を１回開催し

委員３人分の報酬として２万６,２００円、９節旅費、固定資産評価委員会運営研修、

熊本で開催されました研修に参加をいたしております。研修旅費の内、職員分が１万８,

０００円、費用弁償で委員３名分の旅費５万４,０００円と委員会開催時の費用弁償と

して４,５００円、合計の５万８,５００円でございます。次に７４ページ、７５ページ

でございます。２款総務費４項選挙費１目選挙管理委員会費、こちらは選挙管理委員会

が通常行う事務に関しまして必要な経費でございます。委員の報酬、担当職員の人件費、

各連合会の負担金でございます。２目選挙常時啓発費は長与町明るい選挙推進協議会及



 

 

び選挙啓発に係る経費でございます。選挙管理委員会と長与町明るい選挙推進協議会の

合同会議を１回開催しております。その他は前年度とほぼ同額でございます。続いて３

目参議院議員通常選挙費は平成２８年７月１０日投票の選挙に要した経費でございます。

次に７８ページ、７９ページをお願いします。４目長与町長選挙費は平成２８年４月２

４日の選挙に要した経費でございます。次、５目長崎県南部海区漁業調整委員会委員選

挙費でございますが、平成２８年８月３日の選挙に係る必要な経費でございます。長与

町長選挙、長崎県南部海区漁業調整委員会委員選挙とも無投票でございました。事項別

明細書につきましては以上でございます。 

次に主要な施策の成果につきましての報告、成果につきましてですが報告書の１２ペ

ージ、１３ページになります。基幹システムをデータセンターへ移行し効率的な運用を

図ったもので、電算システム運用開発業務として各業務システムの改修、その他システ

ムの設定業務委託により迅速で的確な業務対応を行ったものを掲載いたしております。 

以上が総務課所管についての説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

説明が終わりましたので、これから質疑を受けたいと思います。執行側には申し上げ

ておりませんでしたけども、歳入を各課別に一括質疑を受けます。それが終わりますと

歳出の方を一括して質疑を受けると、ページ数を追ってはしませんので、そういうこと

で進めてまいりたいというふうに思いますので御協力を申し上げたいと思います。 

それでは歳入につきまして質疑ありませんか。 

ページを申し上げて質疑をしていただきたいと思います。 

無いですか。無いようでしたら歳出に入りたいと思います。 

５０ページから以降につきまして質疑を受けたいと思います。 

ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

５１ページの行政不服審査会委員報酬ということで、この行政不服審査会が先程の御

説明では３回開催されたということの御説明がありました。長与町のホームページを見

ますと、確か国保関係の不服の申立があってるというふうなことで、その中では一定却

下はされましたけれども、町の担当、多分国保の方でしょうか、そちらの方の一定の事

務的なミスもあるんじゃないかということだったと思います。それでこの問題は、これ

で請求された方ももう納得して、一定この問題というのは決着がついたものなのかどう

か。この辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

中村補佐。 

○課長補佐（中村元則君） 

今回の件につきましては国保税の課税につきまして、年度途中に扶養の変更が新たに



 

 

発覚したということで国保税の金額が変更になったことについての不服申立でありまし

た。この行政審査の制度につきましては、庁舎内で自浄努力を行って、この件について

公平に判断して、この行政処分が正しかったのかどうかというのを審査を行っておりま

す。それを踏まえて今回の国保の課税につきましては適正ということで判断されました。

ただし、事務処理につきましては過程において再発防止が出来る部分もあると思われる

部分が多々ありましたので、その件につきましては内部の方でより良く改善していくと

いうことで話をしております。この結果につきまして不服がある場合は、本人が裁判の

方に申立てるということになります。期間内の申立がありませんでしたので、ご本人も

納得されているのではないかと思われます。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

同じく５１ページの職員手当の所で、ここに特殊勤務手当というのが、余り大きい数

字ではありませんけれども、出てきておりますけれども、総務課で特殊勤務というとち

ょっと余りピンと来ないんですが、こちらは何に当たるのか、その辺りはいかがですか。 

○委員長（岩永政則委員） 

小川課長補佐。 

○課長補佐（小川貴弘君） 

こちらの特殊勤務につきましては、今回熊本の震災の支援としまして職員を派遣して

おります。延べ１８名、日数にしまして７４日分という日数になっておりまして、これ

につきましては災害作業手当というところで日額１,０００円の７万４,０００円、こち

らを支給しているというところになりますので、今回計上しているのはこの分だけとい

うことになろうかと思います。以上になります。 

○委員長（岩永政則委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

理解しました。では、次に時間外勤務手当なんですけど、昨年からそう大して変わっ

てはいないので、それでも５０万円増ということで２年前からすると２００万円近くが

増額になっているんですが、今回機構改革ですとか人員の増というそういうことをやら

れましたけれども、その成果というのが来年度に繋がるかというところなんですけれど

も、そちらの方はどうお考えでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

小川課長補佐。 

○課長補佐（小川貴弘君） 

今回の時間外につきましては、ねんりんピックや機構改革の影響に伴いまして全体的



 

 

にも増加をしているとそういう状況にあります。職員１人当たりの月平均時間外数とし

ましても、平成２８年度におきましては１８.７時間というところなんですが、今回に

つきましては２０.２時間というふうに、ちょっと増加をしているとそういうところに

なります。今回、平成２９年におきまして定数の方を従前の２２９から２４０に１２月

議会において上程をさせていただいてると、それと並行しまして採用試験の方を実施し

ていた訳なんですが、１２月当初には内示を出さないといけないというところで、人的

な手当てというのがなかなか進まず、内定を出せず、今回２９年当初においてはそうい

った増員というのは行えてないと、２２８名ということで変わらずというところになる

んですが、２８年度におきましては、時間外の縮減に関しましては庁舎内のパソコン研

修、こういった面を強化しまして、世代間の入れ替わりが多かった関係で、若返りに伴

ってパソコンスキルが低下しているとそういった指摘がございましたので、若手職員を

中心としましてエクセルの初級研修というのを２８年に実施をしております。２９年に

おきましても引き続き、今度はエクセルの中級とワード中級というふうにパソコンのス

キルを高めながら時間外の縮減に繋がっていくような方向で、総務課サイドとしても研

修の提供等を行っていきたいと思っております。以上になります。 

○委員長（岩永政則委員） 

いいですか。 

他に質疑ありませんか。 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

同じく５１ページの４節の共済費関係で、それぞれ公務災害の負担金を計上されてま

すけども、公務災害、２８年度は何件ぐらい起きているんでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

山本課長。 

○総務課長（山本昭彦君） 

申し訳ありません。数につきましては確認をさせていただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

そしたら、後に良いですね。 

他に質疑ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

６５ページの上の方にありますデータセンターのサービス利用型基幹システム使用料

でお伺いをします。この分は御説明では２７年の１月から稼働したということですので、

２８年で丸々１年経過を利用したという形になろうと思うんですが、この新しい制度で

年間やってみた中で、特に不都合、不具合、問題点等々はなく、順調にこのシステムが

稼働出来ているのかどうか、この辺りはいかがでしょうか。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

大山室長補佐。 

○室長補佐（大山康彦君） 

お答えします。このデータセンターの利用に関しましては実際平成２５年度から１０

年間の契約を結んでいるものになります。以前は基幹システムを庁舎内に置いていたん

ですが、２５年度から外部のデータセンターにシステムを置きまして、外部と通信を行

いながら今の基幹システムを動かしているというものになります。現在の基幹システム

の運用状況なんですけれども、以前の基幹システムの方は時々動きが止まったりという

ケースもあったんですが、現在のシステムに変わってからは基本的にパッケージを使っ

ておりますので、大きな障害というのは基本的に発生をしておりません。通信状況に関

しましても、特に回線がストップするというふうな状況もございませんので、現在良好

な運用が出来ているかと思います。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

特に大きな障害はないということで理解をいたします。２５年から１０年間の契約と

いうことですので、もう少し先ですね。契約が切れた後の話なんですが、この１つの外

部の、外注という形で町外の所に委託してずっとこの間蓄積したり改修したりというこ

とをやってった中で、契約が切れた後が適正な競争性と言いますか、例えば新たなうち

でも出来ますよというような、また違う所が出てきた時に、もう随意契約でという形に

なるのか、それとも１０年間やってきた中でこの流れの中でなかなか次の別の所という

ことにいかないのかな、その辺りの競争性というのが保たれるのかどうか、ここはちょ

っと気になるところなんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

大山室長補佐。 

○室長補佐（大山康彦君） 

お答えいたします。一応今使っている基幹システムを今後変更するというふうな場合

は、また違う所に移行した場合がその移行の費用というのも莫大な金額が掛かってきま

すし、また移行した時の説明というのもなかなか膨大な時間を要するというふうな部分

がございますので、簡単に変えていくというのはそう出来ないのかなと思いますが、た

だこの１０年とかの契約が終わった後に、次の分をどうするかという時はトータル、や

っぱり再度見直しを行いましてコスト面あるいは安全面、そういったところも含めて、

最も私たちが使う上で効率的に使えるもの、費用的に安く済むものというものを念頭に

置きながら考えていかないといけないと思います。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 



 

 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

７５ページの選挙管理委員会の委員の報酬についてお伺いしますが、ここ、人数はお

っしゃってなかったような気がするんですけれども、まず選挙管理委員会の委員の人数

と年に何回程、会議を開催されたのか教えて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

渡辺課長補佐。 

○課長補佐（渡辺守史君） 

お答えいたします。まず委員の人数でございますが４名でございます。年間の会議の

開催数でございますが、まず定例会が４回、それと選挙に伴って臨時会を開催しており

ますが、参議院選挙に係るものが５回、町長選挙に係るものが３回、海区選挙に係るも

のが１回となっております。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

分かりました。定例会は年に４回、選挙がある毎にということで任期が必ず決まって

いる選挙では分かるんですけど、衆議院選挙とかが入ってきた場合には、その臨時会と

いうのが行われるという認識で良いのかということと、併せて先程聞けば良かったんで

すけど、選挙管理委員会の委員の任期も教えて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

渡辺課長補佐。 

○課長補佐（渡辺守史君） 

お答えいたします。まず臨時会の回数ですけれども、選挙に応じて毎回開く形になる

んですけども、選挙自体が無投票で無かった場合は大体４、５回ぐらい開く形になりま

す。それと委員の任期４年になります。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

それでは５２、５３ページに戻っていただいて、１３節の委託料の件でお尋ねをいた

します。この１番上の職員健康診断委託料が去年と比べて４６万円ばかり増えておるん

ですが、これは職員の受診者数が増えたのか、それに伴うものか、それと受診率がどれ

くらいだったのか、まずそれをお尋ねいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

小川課長補佐。 

○課長補佐（小川貴弘君） 

御指摘の通り、金額におきましては増加をしておりまして、この原因としましては、



 

 

通常、健診と言いますと一般の百合野検診センターで行う通常健診と人間ドックと大き

く分かれます。人間ドックの受診者が多い場合は一般健診というのは数が減ってるとい

うところで、今回２７年度と比較しまして健康診断の受診者が３７名増加したと。こち

らは人間ドックの受診者が１６名減少したということに反比例いたしまして増加をした

ものでありまして、また嘱託職員の数が増加しているというところも加えて影響に上が

っております。健康診断の受診率につきましては労務関係で受診をさせなければいけな

いという規定がございますので、例えば休職中であったり育児休業中であったり病気休

職中、こういった方はどうしても受診をお願いすることは出来ないんですが、今回に限

ってはそういった受診者を除くと１００％ということで確保しております。 

以上になります。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

今の、要注意とかそういった人たちには無理に言えないという話があったように思う

んですが。例えば前も、要注意とか要観察というのかな、そういったものがあろうかと

思います。それから産業カウンセラー、そういう対応をしなければならないような職員

もおるのか、そこら辺も併せてお尋ねをいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

小川課長補佐。 

○課長補佐（小川貴弘君） 

健康診断の結果が悪い要観察者、こちらに当たる方につきましては、百合野健診セン

ターの保健師による保健指導というのを実施しております。こちらは、ある程度既に治

療に向かってる方に関しましては対象外とさせていただいてるんですが、病状が急に悪

くなられた方、メタボリックシンドロームに急になられた方、そういった方を対象とし

まして２８年度は２５名程、実施をした記憶がございます。また同時にメンタルヘルス

チェックというのも行っておりまして、メンタルが不調になってらっしゃるというのが

数値的にある程度高値になってる方に関しましては、産業医による面談やちょっと匿名

で個人情報を伏せたい方もいらっしゃいますので、ファックスやメールそういった面で

の相談というのも受付けながら、早期発見に繋がるような対策というのも実際行ってお

るところです。以上になります。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

今、同じ所の委託料の所で、昨年度の電話交換委託料ということで５８９万円ぐらい

の委託料が発生してたかと思うんですが、今回はそれが上がっていないということで、



 

 

これはダイヤルインの効果なのか、それとも別にどこか場所が変わったのか、いかがで

しょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

山本課長。 

○総務課長（山本昭彦君） 

電話交換費の方は庁舎管理の方に移っておりまして契約管財課所管の方になっており

ます。 

○委員長（岩永政則委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

それはいつからでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

山本総務課長。 

○総務課長（山本昭彦君） 

機構改革を行いました２８年度からということでございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

他にありませんか。 

それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

小川課長補佐、答弁願います。 

○課長補佐（小川貴弘君） 

先程の公務災害の件数につきましては、２８年度は１件ということになります。公務

災害を申請しまして認定が下りたという時は対象になる訳なんですが、これは通勤を含

む業務中のものも含まれていると。今回のケースにつきましては、たぶん業務上の確か

骨折か指の関係がちょっとというところで、申請が下りたというふうに記憶をしており

ます。以上になります。 

○委員長（岩永政則委員） 

総務課関係は終了したいと思います。ありがとうございました。 

場内の時計で３０分まで休憩をいたします。 

（休憩 １０時１７分～１０時２５分） 

○委員長（岩永政則委員） 

それでは、休憩を閉じて委員会を開きます。 

秘書広報課の審査を行いたいと思います。本案について提案理由の説明を求めます。 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 

それでは平成２８年度一般会計歳入歳出決算、秘書広報課所管分の説明をさせていた

だきます。事項別明細書の４２、４３ページをお願いします。歳入になります。１９款



 

 

諸収入５項雑入１目雑入でございます。収入済額７,４７９万３,４５４円のうち７９万

９４８円が秘書広報課所管分になります。１節雑入の１行目キャラクターグッズ販売料

２９万３,９４８円は全額秘書広報課所管分になります。これはミックングッズとライ

ンスタンプの販売料になります。４４、４５ページをお願いします。２２行目広告掲載

料になります。収入済額６１万２,６００円のうち４９万６,０００円が秘書広報課所管

分になります。これはホームページのバナー広告料になります。５行下がっていただい

て、町勢要覧等売払収入が１,０００円となっております。これは町勢要覧１冊の売上

分になります。以上が歳入の説明になります。 

続きまして歳出の御説明をいたします。５０、５１ページをお願いします。２款総務

費１項総務管理費１目一般管理費、支出済額３億４８２万７,９０６円のうち２節給料

から４節共済費までの人権費を除いて、秘書広報課所管分の支出済額は７４３万５,１

０８円になります。２節給料から４節共済費には町長、副町長、総務部長、職員４名分

が含まれております。３節職員手当等のうち５行目時間外勤務手当は８７９万４,１２

６円のうち１２３万４５９円が秘書広報課所管分になっております。５２、５３ページ

をお願いします。９節旅費、普通旅費２１９万５０円のうち１４１万５,６５０円が秘

書広報課所管分になります。４３万３,５９０円の減になっております。１０節交際費

１９２万５,９７５円は全額秘書広報課所管分になります。３９万６００円の減になっ

ております。１１節需要費の支出済額１,０６９万２,７１２円のうち秘書広報課分は１

２５万６,５７３円になります。内訳といたしまして消耗品費９８０万９,６５９円のう

ち９５万２８３円、食料費２０万７,５１３円のうち６万３,８３０円、印刷製本費４５

万９,５４０円のうち２万６,４６０円、修繕料は全額秘書広報課所管分になります。こ

れは着ぐるみのメンテナンスに掛かる費用になっております。１２節役務費、支出済額

１,９２８万２,３３２円のうち秘書広報課所管分は２万５,２９６円になります。内訳

といたしまして郵便料１,４９６万４,６９０円のうち１万５,６００円、クリーニング

料は全額秘書広報課所管分になります。通信運搬費２万５,８５８円のうち２,６７６円

が秘書広報課所管分になります。１３節委託料、支出済額９５４万１,０１２円のうち

秘書広報課所管分は２４８万８,５１４円になります。４行目秘書業務委託料は全額秘

書広報課所管分になります。内訳といたしまして秘書業務委託料に１２７万７,４０２

円、公用車運転点検業務委託料に１１０万８,７２８円となっております。９行目イメ

ージキャラクター商品等製作委託料は３６万４,２８４円のうち１０万２,３８４円が秘

書広報課所管分になります。これは在庫が少なくなったクリアファイルを６００枚作成

しております。１４節使用料及び賃借料、支出済額１５７万１,０９０円のうち秘書広

報課所管分は３２万３,１００円になります。内訳といたしまして自動車借上料２２万

９,６２０円のうち１７万３,３８０円、有料道路等使用料１６万７,９８０円のうち１

４万３,６６０円、駐車場使用料２万６,８６０円のうち１,０６０円、入場料は全額秘

書広報課所管分になります。これは長崎北陽台高校が全国高等学校ラグビーフットボー



 

 

ル大会出場時に応援に行った際の入場料になります。１目一般管理費の説明は以上にな

ります。５４、５５ページをお願いします。２目文書広報費になります。こちらは全額

秘書広報課所管分になります。８節報償費は広報１月号に掲載しておりますお年玉クイ

ズの正解者への記念品代３０名分になっております。９節旅費は毎月広報の最終校正を

長崎市内の印刷会社で行っておりますので、それに伴うものが主なものになっておりま

す。１１節需用費をお願いします。３行目印刷製本費は広報ながよの印刷料毎月１万４,

５００部と在庫が少なくなっておりました長与インフォメーションマップ２,０００部

の印刷が主なものになります。１３節委託料をお願いします。町勢要覧作成業務委託料

は５年毎に作成しております町勢要覧を２,０００部作成した分になります。１９節負

担金、補助金及び交付金は日本広報協会への会費１万５,０００円となっております。 

以上が、秘書広報課所管分の事項別明細書の説明になります。御審査のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

説明が終わりました。これから質疑を受けます。 

質疑ありませんか。歳入についての質疑です。４２ページ、ありませんか。 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

４３ページのキャラクターグッズ販売料の中で、内容はミックングッズとラインスタ

ンプということでお聞きしたんですけれども、その中でミックングッズとラインスタン

プ、その２つに分けて金額がお分かりになれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 

ミックングッズが２８万８,４００円、ラインスタンプが５,５４８円になっておりま

す。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

今の件に関連して、ちなみにラインスタンプ５,５４８円というのは、大体何件分に

相当するのか分かればお願いします。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 

２８年度で１９０件です。こちらの方が、実際の売上は６,０８８円になってるんで

すけれども、振込手数料が５４０円掛かりますので、その分が差し引かれて５,５４８



 

 

円が歳入になっております。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

４５ページの広告掲載、バナー広告というふうに言われましたけれども、多分８社分

ぐらい広告取れるようになってるけども、広告が載ってない所が半分ぐらいありはせん

かなと。ここら辺について、もし全て埋まるとすれば歳入がどれくらいになるのか。そ

れともう１点は広告を全部埋めるような努力はされておるのか。そこら辺についてお尋

ねいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 

今、バナー広告の枠が９枠ありまして、１枠月８,０００円になっておりますので、

全部埋まれば年間８６万４,０００円の歳入になります。バナー広告の新たな掲載主の

件なんですけれども、昨年が８月、９月を除いて５件。８月、９月は６件になっており

ます。知った業者とかにお声掛けはしてるんですけれども、やっぱり年間にいたします

と９万６,０００円掛かるということで、なかなか枠を買ってくれる所が少ないという

ことで。お声掛けはしてるんですけれども、あとホームページの方にもバナーを載せま

せんかというメッセージは載せています。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

これはもう前からずっと懸案であったろうと思うんですが、もう少し料金を下げてで

も埋めてしまうという、それが逆に考えると広告をされる側もメリットがあるんじゃな

かろうかなと。今でいけば、かなり課長が言うように年間相当な金額にもなるし、とい

うことでなかなか手を出しきらんというのがあるんじゃなかろうかなと。値下げも考え

る必要があるんじゃないかと思うんですか、そこら辺どうですか。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 

検討させてもらいたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

他にありませんか。歳入はこれで終わりたいと思います。次に歳出にまいります。 

質疑ありませんか。５０ページからです。 

金子委員。 



 

 

○委員（金子恵委員） 

５５ページの委託料のところなんですけど、町勢要覧作成２，０００部ということで

すが、こちらの方の配布状況、販売状況というか、先程１冊、収入が上がっておりまし

たけれども、配布状況はどういうふうになってるんでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 

まず、この町勢要覧というのは販売目的では作っておりませんので、視察とか研修に

行った時の資料として相手に提供する目的で作っております。配布状況なんですけれど

も、町勢要覧を作るのに写真とか町民の方を撮って、それを載せてるんですけれども、

協力された方に７１部、それと各施設に１４１部提供しております。あとは研修に行っ

たりとか、来られた時に配布する為に作っております。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

５年毎に作られている訳ですけれども、販売目的ではないという部分は分かりました

が、この２,０００部というのが大体５年で無くなるぐらいの冊数なんでしょうか。以

前の分が在庫として余ることになるとか、そういうところではどうでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 

前回作成した分で８００部ぐらい残が出ております。こういった冊子を作る時に、ま

ず発行部数というよりも最初に作る版、そちらの方がちょっと高額になりますので、部

数をやっぱり増やした方が高くはなるんですけれども、部数が減った分それだけ単価が

高くなりますので、一応今まで２,０００部ずつ作ってるという感じです。ひょっとし

て不足するということがある可能性もありますので、出来るだけ多めに作っております。 

以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

同じページなんですけども、委託料のところのホームページ保守更新業務委託料の関

連で、更新は年何回されているんでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君） 



 

 

更新はページの更新になりますので、月、基本的には３回、災害とかがあった時の臨

時の分については、自分たちの方で自前で緊急で上げてる部分はあります。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

月３回は定期的に日にちを決めてとか、ランダムにやってるのか、そこら辺ちょっと

お聞かせいただければと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

青田課長。 

○秘書広報課（青田浩二君） 

日にちを決めて１０日、１０日、１０日で更新をかけております。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

秘書広報課については、これで終了したいと思います。 

１０時５５分まで休憩をいたします。 

（休憩 １０時４５分～１０時５１分） 

○委員長（岩永政則委員） 

  休憩を閉じて、委員会を開きます。 

ただいまから、契約管財課の所管についての審査を行ってまいりたいと思います。 

先立って、提案理由の説明を課長の方からお願いをしたいと思います。 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

それでは、平成２８年度一般会計歳入歳出決算の契約管財課所管分につきまして御説

明をさせていただきます。まず、歳入総額につきましては１,２８７万４,５１１円、歳

出総額が人件費を含みまして１億４,９２２万２,４１２円でございます。 

まず、歳入の方から御説明をさせていただきます。２０、２１ページをお開き下さい。

１２款１項１目１節管財使用料収入済額１万８００円、これは長与駅コミュニティホー

ルの空調使用料でございます。次に２４、２５ページをお開き下さい。１２款２項１目

７節登記手数料は存目で１,０００円計上しておりましたが、収入はありませんでした。

続きまして３２、３３ページをお開き下さい。１４款３項１目１節総務管理費委託金と

しまして４,０００円の収入があっております。これは市町村権限移譲等交付金の分で

ございます。続きまして３６、３７ページをお開き下さい。１５款１項１目１節土地貸

付収入、２４６万１,１６７円収入がありました。これは長与交番の駐車場や西側埋立

のシルバー人材作業所や現場事務所などの土地貸付収入でございます。また１５款２項

１目１節不動産売払収入は６５７万３,４４６円収入があっております。内容につきま



 

 

しては、長与駅周辺の土地区画整理事業の保留地の売買、里道等の払い下げによるもの

でございます。続きまして３８、３９ページをお開き下さい。１７款１項１目１節駐車

場事業特別会計繰入金１４７万１,０００円は平成２７年度からの繰入金でございます。

続きまして４２、４３ページをお開き下さい。１９款５項１目１節雑入でございますが、

契約管財課所管分総額２３５万４,０９８円になります。内訳は、上から２番目の現金

自動預入支払機設置使用料７２万円は前年度と同額で十八銀行と親和銀行、九州労金が

使用しております。次に上から６番目、清涼飲料水自動販売機設置使用料でございます。

契約管財課所管分につきましては４台分で３６５万５,５１４円のうち７３万８,９３７

円になります。次に４４、４５ページをお開き下さい。上から３番目の庁舎電話使用料

でございますが１万８,１８９円の収入がありました。その１つ下の庁舎コピー使用料

ですが２４万５,６１４円の収入がありました。続きまして、そこから９行下でござい

ますが電柱等設置使用料４万２,５７０円のうち契約管財課分は１万９,１７４円の収入

になります。それから１２行下になりますが、境界立会他証明書等交付手数料ですが１

万２,０００円のうち３件、９００円が契約管財課分でございます。そこから５行下の

町村有自動車損害共済金は６１万１,２８４円の収入がありました。 

以上が歳入の決算でございます。 

続きまして歳出でございますが、５０、５１ページをお開き下さい。２款１項１目２

節給料ですが契約管財課分は４名分で１,３４９万９４１円、３節職員手当等が７８６

万１,２４１円、４節共済費が４１１万４３１円で、契約管財課人件費合計２,５４６万

２,６１３円でございます。次に５６、５７ページをお開き下さい。２款１項５目財産

管理費でございますが１節の報酬は支出はゼロでございます。財産評価委員会の開催が

ありませんでした。９節旅費は４万７００円支出しております。１１節の需用費は３,

１６３万２,８２８円のうち契約管財課分は３,１０５万３,２４７円になります。残り

の５７万９,５８１円は芝生広場の分で生涯学習課の支出となります。次に５８、５９

ページに記載しております１２節役務費でございます。６２２万６４０円の支出をして

おります。その中の火災保険料のうち２,１５２円が生涯学習課分でございます。１３

節委託料でございます。電話交換委託料と庁舎警備委託料が総務課から移管したもので、

下の方の芝生広場管理業務は生涯学習課へ移管をいたしました。契約管財課分としまし

て３,５７２万７２３円の支出となります。次に１４節使用料及び賃借料は９１３万５,

２６２円の支出となります。１５節の工事請負費につきましては、庁舎施設整備改良工

事費として庁舎電話配線工事６４万８,０００円、以下１０件の工事を行っております。

また普通財産整備工事費は支出はございませんでした。１８節の備品購入費につきまし

ては片袖机や回転椅子、ドライブレコーダー等の購入をいたしました。２７節公課費で

ございますが、これは普通自動車の自動車重量税３台分でございます。 

以上が簡単でございますが、契約管財課所管の一般会計の歳出決算でございます。 

よろしく審議のほどお願いいたします。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

説明が終わりました。ただいまから歳入についての質疑を受けます。 

質疑ありませんか。２０ページからですね。いいですか。 

無いようですので、次に歳出に入ります。５０ページからですね。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

５９ページの委託料のところで、不用額が２８４万２,７８０円ということで出てお

りますけれども、こちらの方は、この委託に関しての契約等の御努力があったというこ

とで理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

委託料の不用額につきましては、庁舎の管理業務委託におきまして長期継続契約を３

年間結んでおりますので、その分が出てきたということでございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

もう１点個別にお聞きしたいんですけれども、庁舎駐車場警備委託料６０万７,９３

２円というのは、申告の時の分も含まれるのかなと思うんですけれども、今まで普通の

警備会社にしていたのを、昨年度はシルバー人材センターになっていたかと思うんです。

この分が管財課の所管かどうかは分からないんですけれども、今後も雇用対策というこ

とでシルバーの方にお願いをするのか、そちらの方はいかがでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

この分につきましてはシルバー人材センターに委託をした分でございまして、今後も

シルバーの方にお願いをしていきたいとは考えております。いくらかでも安く上がった

ものですから、そのように考えております。 

○委員長（岩永政則委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

シルバーの方にお願いをした時に、やっぱりちょっと高齢ということもあって皆さん

湿布を貼った状態で毎日ずっと立たれていたらしいんです。朝から夕方までずっと出入

りをするというわけではないので、各所に椅子が欲しいという要望を聞いてたんですけ

れども、なかなか直接行ってお願いする機会もございませんので、今日は要望になるん

ですけれども、そちらの方をちょっと考えていただけたらと思います。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

シルバーにつきましては、お昼休みとか随時交代をして、庁舎の１階、今現在の守衛

室の方でお昼をとっていただいたり、休憩をしていただいたりしておりました。そのた

めに若干多目の人員を配置をいたしまして、してきたわけでございますが、その休憩の

椅子ということにつきましては良い方法を今後検討してまいりたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

歳入のところでちょっと聞き忘れがありまして、お伺いしたいんですが。２１ページ

の長与駅コミュニティホール使用料で１万８００円と上がっておりますが、ちなみにこ

の時、２８年度で何団体利用したのか、これをお伺いしたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（岩永政則委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

中尾課長補佐。 

○課長補佐（中尾盛雄君） 

コミュニティホール、２８年度につきましては１８団体、そして今回、この１万８,

０００円が空調使用料になりますけど、これの対象が２団体上がっております。 

○委員長（岩永政則委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

５９ページの長与駅清掃委託料３６２万５,４２８円ですか、具体的にどういう業務

をされてるのか、お願いします。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

長与駅清掃管理委託でございますが、これにつきましてはコミュニティホールの通路

の清掃とかトイレの清掃及び駅前広場等につきましても清掃を行っております。 

○委員長（岩永政則委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 



 

 

トイレは多分２か所に増えたと思うんですけども、１か所は駅がするんですかね。後

でまとめて答弁をお願いします。それと高田駅の上の段にトイレ清掃費の１７万５,０

００円ぐらい計上がされてるんですけども、こういうのが２か所あったとして、あと通

路の清掃とかいうことを考えても、あそこのコミュニティホールですか、この使用料が

１万８００円というところを考えれば、えらいこの管理費に金が掛かっとるなという気

がしてるもんですから、ちょっと質問をさせていただいとるんですけども、基本的に駅

前広場については、あれは道路扱いでおそらく建設部の管理になるのかなと思っており

ます。それと、駅の通路についても町道扱いで、そこを管財課の方で管理をされてるん

でしょうけども、そういう意味から考えれば、このコミュニティホールも管理するのに

それだけ掛かるということであれば、ちょっと利用料辺りも今後、やっぱり検討すべき

と思いますがいかがでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

清掃委託でございますけども、当然コミュニティホール内もいたしますし、自由通路、

コミュニティホール前の通路につきましては町道でしょうけども、ついでと言ってはあ

れですけども掃除をしていただいてるということで、駅広場につきましても、確かに道

路なのかも知りませんけども、真面目に清掃員の方がしていただいてるというのが現状

でございます。それから経費が掛かるということにつきましては、ＪＲの関連会社の方

に委託をせざるを得ないということで、このような金額になってるんですが、使用料に

つきましては御存じのとおり２９年度から徴収をするようにはいたしておりますが、そ

れに見合った分が入って来るということはないでしょうけども、ある程度の歳入にはな

るのかなと考えております。 

○委員長（岩永政則委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

今の答弁でいきますと委託先がＪＲの関連会社に制限がされているという事ですかね。

そこはもうどうにもならん話なんでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

そのとおりでございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑、ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 



 

 

５９ページの自動扉保守点検委託料ですが、２８年で本庁舎の自動扉のみで結構です

が、年間どのくらい、定期的な保守というのはあろうかと思うんですが、結構私が見る

感じで非常に多い気がするんですが、その辺りどういう状況なのか、一般的なものなの

か、老朽化が来ているのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

保守点検につきましては月１回行っております。それで修理しないといけない部分と

かが定期的に出てまいりますが、その都度、修繕費において修理しているということで

ございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

定期的な点検と修理が必要になった時は修理するという御回答なんですが、ちょっと

個人的な感触で申し訳ないんですが、私が出入りする時にかなりの頻度で修理をされて

るなと。たまたまそうなのか、それとも、やはり老朽化で一般的な状況よりも修理等の

頻度が多いのか、取り越し苦労ならいいんですが。もしそうなら今後新たな付替え等々

も今後検討していかないといけないもんですから、その辺りが、いやそんなことないよ、

別に通常通りのことですということなら結構なんですが、この辺りはいかがですか。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

毎月１回点検がやってまいりますので、議員がたまたま通られた時にそれだったのか

もしれませんし、特に傷んでるというところはございませんで、今のままで大丈夫だと

いうことを考えております。 

○委員長（岩永政則委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

５９ページの委託料関連で２８年度から電話交換委託料が管財課の方に移ったという

ことなんですけども、２７年度から若干ですけども上がってるんですよね。ちょっと上

がった理由をお聞かせ下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君） 

電話交換委託料につきましては、単純に人件費が反映されたものとして上がってきて

いるわけでございまして、他に特に要因というものはございません。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

ダイヤルインにされて、やっぱり費用対効果である程度出てこないといけないものか

なと思うんですよ。やっぱり人件費、それに掛かる交換にまだされてるというふうに思

いますけども、やはりそこが出てこんといかんのかなと思うんですけども、そこら辺を

どのように感じておられますか。 

○委員長（岩永政則委員） 

中尾課長補佐。 

○課長補佐（中尾盛雄君） 

今現在５名の交換手いらっしゃいます。現実論から言うと交換の所に２名、下の総合

案内の方に２名で休憩等が入りましたら、あと休暇等がありましたら、現実論３名から

４名で回してるのが現実であって、そこの人件費を減らすということは今のところちょ

っと難しいかと考えております。 

○委員長（岩永政則委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

そもそも完全にダイヤルインに移行した場合は、交換手というのは発生するのかしな

いのか、そこら辺ちょっとお聞かせ下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

中尾課長補佐。 

○課長補佐（中尾盛雄君） 

１００％ダイヤルインになったとしても、今現在ダイヤルインから外れた場合、役場

の方に繋がるようにはなってます。そういった場合には、基本の主回線の方に行くよう

になってまして、その場合には交換の方を通ることになっております。そうなると結局、

今でも一緒なんですけど、その役割をする所の課が出てくるかとは思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

他にありませんか。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

３７ページに普通財産売払収入で６５２万４,９８２円、これは保留地の売却と言わ

れたと思うんですが、そうすると１番最後の財産に関する調書の１８５ページの普通財

産の宅地かその他、この中のどれかが売られてこの数字になったと思うんですが、決算

年度中の増減、新たに買った土地と売った土地の差し引きがこの面積だと思うんですが

ね。そうすると、ちょっと戻っていただいて５７ページの２款１項５目１節報酬、これ

は予算が４万３,０００円組んどったのが０円ということで、評価委員会を開かなかっ



 

 

たということですけれども、資産を売却したのに評価委員会を開かなかったという意味

がちょっと分からないので、その点についてお尋ねをいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

中尾課長補佐。 

○課長補佐（中尾盛雄君） 

財産売払の分については、長与駅前の区画整理の保留地扱いになっている土地を売買

してると都市計画の方から聞いております。現実論、以前からお話をずっとしてた案件

ということで、単価については協議の上行ったということで聞いております。 

○委員長（岩永政則委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（岩永政則委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

他に質疑ありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

６１ページの備品購入なんですけど、こちらの方でドライブレコーダーを購入したと

いうことで、長与町がリースをしている車両等全てにこのドライブレコーダーを付けて

あるのか、何台付けてあるのかということと、このドライブレコーダーが実際に効果っ

ていうか、助かったというのがあるのかですね。 

○委員長（岩永政則委員） 

中尾課長補佐。 

○課長補佐（中尾盛雄君） 

全ての車両ではなくて、まず遠方に行くと思われる３台を今回、先にドライブレコー

ダーを付けております。その３台で何か利用したとか、それを以て何かレコーダーの内

容を見たとか、そういうことはあっておりません。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで契約管財課の質疑を終わります。 

３５分まで休憩をし、引き続き地域安全課の説明を受けたいと思います。 

（休憩 １１時２５分～１１時３２分） 

○委員長（岩永政則委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開したいと思います。 

地域安全課の審査に入ってまいりたいと思いますが、提案理由の説明を求めます。 

山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 



 

 

それでは説明させていただきます。平成２８年度一般会計決算書でございますけども、

地域安全課所管の歳入の合計は３億９,８８３万６,４３０円、歳出につきましては人件

費を除いたところで８億１,２８８万６,３２４円となっております。 

それでは歳入でございますけども事項別明細書の２０、２１ページをお開き下さい。

１２款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料２節コミュニティセンター使用料で

すが、これはふれあいセンターの１８０万８,７７９円及び南交流センターの９８万４

００円が施設使用料となっております。 

次に２８、２９ページをお開き下さい。１３款国庫支出金３項委託金１目総務費委託

金１節総務管理費委託金の２万１,３５０円が自衛官募集事務委託金となっております。 

次に３０、３１ページをお開き下さい。１４款県支出金１項県負担金４目総務費県負

担金１節総務費県負担金で１２９万５,２５４円は災害救助法に基づく熊本地震支援等

に伴う県負担金でございます。同じく２項県補助金１目総務費県補助金１節総務管理費

補助金の上から２行目でございますけども、石油貯蔵施設立地対策等補助金の７９万７,

０００円は消防第９分団の消防小型ポンプ購入費の補助金でございます。 

次に３２、３３ページをお開き下さい。５目商工費県補助金１節商工費補助金で長崎

県消費者行政活性化補助金１６万５,５２０円は主に消費者行政担当職員の研修旅費等

としての補助金でございます。続きまして、８目消防費県補助金１節消防費補助金の長

崎県消防団充実強化促進事業補助金１２万９,０００円は消防自動車用の広報横断幕の

購入に伴う補助金でございます。次に同ページの３項委託金１目総務費委託金１節総務

管理費委託金の１行目の市町村権限移譲等交付金８４万３,０００円は県広報誌つたえ

る県ながさきの全戸配布に掛かる交付金でございます。 

次に３６、３７ページをお開き下さい。１５款財産収入１項財産運用収入２目１節利

子及び配当金の上から３行目のふるさとづくり基金運用収入６万８,４２４円と上から

５行目の防災基金運用収入８,２８２円が地域安全課所管分でございます。 

次に３８、３９ページをお開き下さい。１６款寄附金１項寄附金６目消防費寄附金１

節消防費寄付金の歳入はございません。同じく８目ふるさと長与応援寄附金１節ふるさ

と長与応援寄附金２,４３６万６,０００円のうち１,６７４万１,０００円が地域安全課

所管分となります。その中では、ふるさとづくり事業へ６７４件の９６１万円と町長お

まかせコース４８９件の７１３万１,０００円の御寄附をいただいております。 

次に４０、４１ページをお開き下さい。１７款繰入金２項基金繰入金３目１節ふるさ

とづくり基金繰入金の５３万４,２４８円が地域安全課所管分。同ページの５目１節防

災基金繰入金の５３万９,０２８円が地域安全課所管分となっております。 

次に４２、４３ページをお開き下さい。１９款諸収入５項１目１節雑入の上から６行

目の清涼飲料水自動販売機設置使用料３６５万５,５１４円のうち２１万６,０００円が

地域安全課所管分で、ふれあいセンターに２台、南交流センターに１台の計３台分の設

置使用料となっております。また、その下の火災保険料３０万２,６１０円のうち２８



 

 

万３,６４４円が自主防災センターの火災保険料の負担金として地域安全課所管分でご

ざいます。また、その下の各施設電話使用料４,４３０円のうち１,９６０円とその下で

各施設コピー使用料２１万９,５８０円のうち４万２,６８０円が地域安全課所管分でご

ざいます。また、その下の一般コミュニティ助成金２４０万円は長与中央地区コミュニ

ティ運営協議会への備品購入の補助金でございます。 

次に４４、４５ページをお開き下さい。同じく１節雑入でございますが、上から２行

目の太陽光発電余剰電力売払収入２万９,９０４円は、長与南交流センターの駐車場屋

根に設置している太陽光発電設備に係るものでございます。また、その下１３行目の電

柱等設置使用料４万２,５７０円のうち６６０円がふれあいセンター敷地内に設置され

てる電柱使用料の分でございます。下から１０行目の消防団員安全装備品整備等助成金

は消防団員の雨具購入費の助成金でございます。また、下から３行目の各種施設電気使

用料４,５９４円のうち２,２９７円が地域安全課所管分となっております。 

次に４６、４７ページをお開き下さい。２０款町債１項町債２目消防債１節消防施設

整備事業債は防災行政無線デジタル化事業の起債対象経費が３億５,６８３万７,８５１

円で充当率が１００％、起債額が３億５,６８０万円と消防第１分団の小型動力ポンプ

付積載車購入に伴う起債対象経費５１０万８４０円で充当率が１００％の消防施設整備

事業充当起債の５１０万円が地域安全課所管分でございます。同じく５目総務費２節地

域活性化事業の防犯灯ＬＥＤ化事業の充当起債でございますけども、全体事業費１,１

０２万８,９６０円の９０％で９９０万円が起債額となっております。 

続きまして、歳出でございますが事項別明細書の５０、５１ページをお開き下さい。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１節報酬の中で、２行目の防災会議委員報酬

２万８,０００円とその下の危機管理専門員報酬３００万円が地域安全課所管分でござ

います。防災会議委員は２０名で報酬対象者は４名です。なお、危機管理専門員は嘱託

職員として１名勤務しております。次に同ページの４節共済費で社会保険料７８万３,

６０５円のうち４９万１,４４６円が危機管理専門員の社会保険料となっております。

７節賃金でパート賃金２４万８,９４０円が市町村交通災害共済加入促進の為の臨時職

員の賃金でございます。 

次に５２、５３ページをお開き下さい。９節旅費の普通旅費２１９万５０円のうち９,

２５０円が消防関係の旅費でございます。また報償費５万２,９８０円のうち３,７８０

円が非常勤職員の旅費でございます。また４,０００円が防災会議時の費用弁償となっ

ております。次に１１節需用費、消耗品費９８０万９,６５９円のうち８万２,５４２円

が熊本地震支援事業時の段ボールやガムテープ等の支払いをしております。また食糧費

２０万７,５１３円のうち１万４,４５３円が熊本地震支援事業時のボランティアの方々

へのお茶代等でございます。次に１３節委託料の救援物資仕分業務委託料７万８,５４

０円は熊本地震支援物資仕分時のシルバー人材センターへの委託料でございます。また

救援物資配送業務委託料７万５,６００円は熊本地震支援物資の配送の為、民間運送会



 

 

社への委託料でございます。次に同ページの１９節負担金補助及び交付金で上から３行

目の自衛隊父兄会補助金２万円が地域安全課所管でございます。 

次に５４、５５ページをお開き下さい。上から５行目の長崎県水難救済会負担金の７

万円は救難活動、海上交通の安全確保を行う為、県消防保安室が担当しておりまして各

市町の防災担当課が賛助会員となっております。その負担金でございます。その下６行

目の九州北部小型船安全協会はプレジャーボートを中心とした関係者で作られた民間組

織でございますが、海上保安庁と連携し安全指導やパトロール等を実施する団体でござ

います。その会費が３万円となっております。その下７行目の西彼杵防衛協会の会費２

万円は西海市、時津町、長与町で構成された組織の市町村分の負担金でございます。 

次に６０、６１ページをお開き下さい。１項総務管理費７目交通安全対策費ですが、

前年度と比較しまして総額で１,１２１万６,７１４円の増額となっております。大きな

変動部分を申し上げますと１５節工事請負費の防犯灯新設改良工事費の中で、防犯灯改

良工事のＬＥＤ化工事１,１０２万８,９６０円が増額の主な原因でございます。次に１

節報酬の交通安全対策協議会委員報酬は１４万７,８００円で、会議を年２回開催しま

して延べ２３名の出席をいただいております。また交通指導員１９９万８,０００円で

前期２６名分、後期２８名分を支出しております。８節報償費の２５万５,０００円の

高齢者運転免許証自主返納奨励金は、６５歳以上の長与町民の方で運転免許証を自主的

に返納し役場へ申請された方へ３,０００円のバスカードを１人１回限りで配布する事

業で８５名の方が申請をされました。１１節需用費の電気使用料１,７３０万１,１０４

円は防犯灯、街路灯の電気代で防犯灯は３,７４５基設置をされております。また修繕

料４６８万８,９２８円のうち防犯灯が３８５万６,０３２円の４６５件とカーブミラー

が８３万２,８９６円の１７件の修理や取替を実施しております。１５節工事請負費の

カーブミラー設置工事１１３万５,０８０円は１７基のカーブミラーを新設しておりま

す。防犯灯新設改良工事費の１,２１０万８,４２０円のうち新設工事は１０７万９,４

６０円で３１か所新設しております。また既存防犯灯のＬＥＤ化工事費の１,１０２万

８,９６０円は高田小学校区を主体に５７６灯の交換を行っております。なお、交通安

全対策工事費の１万６,２００円は停止線、私道線を３か所設置しております。１９節

負担金、補助及び交付金で交通安全指導員設置負担金１４３万７,８１４円は県内３５

名の安全指導員のうち時津署管内の２名分で時津町との案分による負担金でございます。

時津警察署交通安全対策協議会負担金６９万１,０００円は平成２８年２月末の免許人

口掛け２５円で算出されております。交通安全対策推進団体補助金の３２万５,０００

円は交通安全母の会に１０万円と安全協会長与支部の２２万５,０００円でございます。

長崎県交通指導委員会連絡協議会の負担金は１万３,０００円で平成２８年７月１日の

交通指導員の人数掛け５００円で算定されております。交通安全講習会負担金１３万円

は時津町、長与町の合同で開催されました高齢者の交通安全講習会の負担金でございま

す。長与町から２６名参加しております。時津警察署地区連合防犯協会負担金５９万７,



 

 

０００円は平成２７年１０月末の人口掛け１４円で算定されておりますけども、安全生

活ニュースの発行や各地区での防犯講話、地域安全イベント等を開催しております。 

次に６２、６３ページをお開き下さい。１９節負担金、補助及び交付金の続きでござ

いますけども、長与町防犯協会補助金６６万６,０００円は防犯協会新入学時児童用の

防犯ブザーやオリジナル防犯ジャンパー等を作成し各防犯団体等へ配布をしております。

長崎県犯罪被害者支援センター負担金２万６,０００円は人口掛け０.６２円で算出され

ております。次に同ページ、８目企画費９節旅費の普通旅費２２万１４０円のうち６万

２,７７０円が地域活性化事業の旅費でございます。次に１９節負担金、補助及び交付

金の中で、上から６行目の大学による地域活性化事業補助金２３万４,２４８円は大学

との連携による長与町ＰＲ映像化プロジェクト事業の助成金でございます。 

次に６４、６５ページをお開き下さい。１０目の地域振興費でございますが、８節報

償費の自治会報償費１,３２９万６,１００円は均等割の１１万円と世帯割として６５０

円掛け１０月１日の世帯数を乗じて合計した金額が算定基礎となっております。 

次に６６、６７ページをお開き下さい。１３節自治会配布業務委託料５０万７,９８

０円はシルバー人材センターへ毎月第１第３水曜日に２名の方が配布をしていただいて

おります。シルバーへの委託金でございまして、つたえる県ながさきの仕分１名分の委

託料と併せております。次に１９節負担金、補助及び交付金の自治会長研修補助金９３

万円は３１自治会が参加されまして掛ける３万円でございます。福岡県の新宮町役場他

視察研修を実施いたしました。自治会振興補助金２,０４９万１,０００円は均等割の５

万円と世帯割の１,５００円に１０月１日の世帯数を乗じた合計が算定基礎となってお

ります。次に地域振興費補助金４５０万円は５地区の各コミュニティへそれぞれ９０万

円の補助金を支出しております。次にふるさとづくり推進事業補助金３０万円はふるさ

とづくり基金を財源としまして地域振興に関する事業で活動している団体を対象に補助

を行っております。平成２８年度は長与ダム桜まつり実行委員会、長与子ども劇場、オ

リーブ振興協議会へ各１０万円ずつの補助金を行いました。次に長崎県地域づくりネッ

トワーク協議会６万１,７００円は均等割、人口割及び世帯割で算定されております。

次にコミュニティ助成事業補助金２４０万円は長与中央地区コミュニティ運営協議会の

備品購入等の補助を行っております。次に２５節積立金のふるさとづくり基金積立金９

０９万７,４２４円はふるさとづくり基金運用収入６万７,４２４円とふるさと応援寄附

金９０３万円でふるさとづくり基金に繰入をしております。次に同ページ、１１目長与

町ふれあいセンターの管理費でございますが１節報償費の館長報酬は月額２０万円の１

人配置でございます。７節のパート賃金１２１万５,３６０円は事務員の２名交代制で

時間給７２０円で１日７時間勤務となっております。１１節需用費の電気使用料２６２

万９,１３４円は前年度より１１万６,１１８円の減額となっております。続きまして、

１３節委託料で消防設備等点検委託料２万８,０８０円は年２回の点検を実施しました。

電気保安業務点検委託料１３万６,０８０円は各月の月次点検と年１回の年次点検を実



 

 

施しました。エレベーター等保守点検委託料を６１万４,９５２円のうち本館のエレベ

ーターの遠隔監視や毎月の定期検査等に５１万８,４００円を支出しております。また

体育館入口昇降機の毎月点検と法定検査に９万６,５５２円を支出しております。施設

清掃委託料７５万４,３６０円のうちシルバー人材センターへの委託で３３万２,６４０

円、これと別に本館の床、体育館のワックス清掃、窓ガラス清掃等に民間業者の委託で

３８万７,１６０円を支出しております。施設管理２７４万７,４１８円はシルバー人材

センターへの委託で３名交代で夜間、土曜、日曜、祝日の施設管理を委託しております。

施設警備委託料２３万３,２８０円は２２時以降の夜間と休館日の機械警備の委託料で

ございます。 

次に６８、６９ページをお開下さい。草刈業務委託料１７万３５０円は年２回の除草、

草刈、剪定作業のシルバー人材センター、ほほえみの家及び斜面部分につきましては民

間業者に委託をしております。次に１２目長与南交流センターの管理費でございますが、

１節館長報酬は月額２０万円の１人配置でございます。なお５月に選挙管理委員会の業

務の為に１,７８６円の減額をさせていただいております。７節賃金のパート賃金１２

６万円は事務員２名の交代でございます。１１節需用費の電気使用料９８万７,１８９

円は前年度より４万８,０２２円の減額となっております。１３節委託料の施設清掃委

託料３２万４,３２４円はシルバー人材センターへの委託料となっております。それか

ら特に総合施設管理業務委託料１５８万７,６００円は消防、空調、自動ドア、加圧ポ

ンプ、雨水貯水槽、窓や床清掃の総合管理業務の委託料でございます。 

次に１３０、１３１ページをお開き下さい。７款商工費１項商工費１目商工振興費の

中で８節報償費の消費生活モニター謝礼８万１，０００円は消費生活モニターへの謝礼

でございます。次に９節の旅費の中で普通旅費４万６,７６０円のうち９,１１０円と研

修旅費７万８,４６０円のうち７,９５０円が消費生活相談員研修等の旅費でございます。

次に１１節需用費の中で消耗品の２万９,１２６円が消費生活相談員研修会テキスト代

となっております。 

次に１４４、１４５ページをお開き下さい。９款消防費１項消防費１目非常備消防費

１節報酬、消防団員報酬１,０３１万５,７５０円は本部団員を除く２７１名分の消防団

の報酬でございます。８節報償費に退職者及び消防協力者記念品代として２０万円ござ

いますけども退職消防団員１３名分、それから本部団員の４９万３,５００円は本部団

員１３名分の報償となっております。次に９節旅費でございますけども、その中で費用

弁償３２４万２５０円のうち２４万５,２５０円は消防分団長の研修等の費用弁償で、

消防団員の出動手当２９５万５,０００円が延べ出動回数９２回で６５８名分の費用弁

償でございます。１１節需用費の消耗品費でございますけども１９４万２,１１３円の

うち消防団員雨具代として５８万５,６８５円を支出しております。また火の用心の横

断幕や消防団員用ヘッドライト及びブルーシート等が主な支出となっております。 

次に１４６、１４７ページをお開き下さい。１２節役務費のうち自動車損害賠償責任



 

 

保険料及び登録・車検手数料は平成２８年度７個分団分を支出しております。次に１８

節備品購入費の一般備品購入費１６９万８,８４０円は消防第９分団の消防小型動力ポ

ンプの購入費でございます。次に１９節負担金、補助及び交付金でございますけども、

その中で広域消防負担金の３億１,７８２万４,３６０円は長崎市消防局管内及び長崎北

消防署の人件費と本部経費等を合わせた額に、主に基準財政需要額で案分した負担金と

なっております。次に２目消防施設費でございますけども、１１節需用費の印刷製本費

６３万７,８９１円はハザードマップ作成をいたしまして全戸配布をいたしております。

それから修繕料１３２万６,１１０円は消防水利や消防格納庫、防災行政無線等の修理

を実施しております。次に１５節工事請負費の防災行政無線デジタル化整備工事費３億

４,５４８万２,４９６円は防災行政無線のデジタル化への変更と、親局、遠隔制御局、

再送信子局、屋外拡声機、戸別受信機、複数メディアシステム等を施工いたしました。 

次に１４８、１４９ページをお開き下さい。消防格納庫の追加工事で１２万５,０１

０円は消防第６分団格納庫のフェンス工事を実施しております。それから無線室整備１

２５万３,０２７円は無線室にエアコン設置工事を行いました。次に３目水防費でござ

いますけども、３節職員手当等の時間外勤務手当１５４万５,１４５円は熊本地震及び

台風接近等による警戒本部、１６回設置しておりますけども避難所開設等によるもので

６０６時間分の職員の時間外手当となっております。次に同ページの防災対策費でござ

いますけども、需用費の消耗品費１５万４,５５６円は平成２８年度に新規設立しまし

た平木場自主防災組織の防災用品を購入しました。それから１５節工事請負費の防災セ

ンター設備工事費の６１万２００円は長与ニュータウン防災センターのトイレ洋式化工

事及び避難誘導灯の取替工事を実施しております。１９節負担金、補助及び交付金の中

で自主防災組織設立補助金３万円は平木場自主防災組織の設置補助金となっております。 

以上が主な支出でございまして、長与町一般会計に係る主要な施策の成果に関する報

告書の１３ページ、１６ページに主要な施策の成果に係る報告書を掲載しておりますの

で御参照いただければと思います。また長与町一般会計決算書の１８９、１９０ページ

に基金の状況を掲載しております。 

以上が平成２８年度におきます地域安全課所管分の内容でございます。 

御審査の程よろしくお願いいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

説明が終わりましたので、これから休憩をいたしますが、１３時１５分から再開をし

たいと思います。午後からは質疑に入ってまいりたいと思います。 

（休憩 １２時０４分～１３時１２分） 

○委員長（岩永政則委員） 

休憩前に引き続き委員会を行います。 

ただいまから、質疑を行いたいと思います。まとめて歳入の部から質疑を受けたいと

思います。質疑ありませんか。２０ページから。 



 

 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

２１ページのコミュニティセンター使用料でお尋ねをいたします。今年度は昨年度よ

りも使用料的にはいくらか増えてはいるんですけれども、今回の使用料改正が昨年度の

１２月で提案されて、４月１日からですか。２９年度に入ってはいくんですけれども、

その後この使用料に関しての推移というか、結局は使用料が徴収されるということにな

って、使用が減ったとかそういう部分というのは目に見えてあるんでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

２９年度から使用料が変更になっておりますけれども、まず住民の方からの御意見等

は地域安全課では今のところございません。収入については、現在収入等半期で統計を

出すところでおりますけれど、９月が終わった時点で一度統計を出していきたいと思っ

ております。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

支出のところまた改めて聞こうかと思ったんですが、４３ページの一般コミュニティ

助成金は宝くじ助成事業の財源だったかと思うんですが、ちょっと教えて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 

宝くじ助成事業を充当させていただいています。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

ちょっとコミュニティ関係でお尋ねをいたしますけれども、去年の８月に長与北部コ

ミュニティ運営協議会はＮＰＯ法人を立ち上げた訳ですよね。これは今後、長与町とし

てはそれぞれ行政から離れた、独立した特定非営利活動法人何とかコミュニティとか、

そういう形で今後やっていこうとするのか。あるいは協働のまちづくりの中ではＮＰＯ

法人の立ち上げの助成とかそういったことも書いてあったと思いますけれども、長与北

部が先行してしたのか、あるいはそれはもう町の方針と全く関係なく長与北部コミュニ

ティがやったのか、そこら辺をまず聞かせて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口課長。 



 

 

○地域安全課長（山口功君） 

まず、長与北部コミュニティのＮＰＯ法人化でございますけども、これは今後町とし

ましては、今までどおりコミュニティ活動としては捉えていきますけども、ＮＰＯ法人

化というのは考えておりません。今回の北部につきましては独自で、そういうふうなお

考えで実施をされたというふうに理解しております。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

私はＮＰＯ法人関係のあれから、この定款をコピーして持ってきたんですが、これを

見るとまさにコミュニティの活動そのもの。そうするとこういうふうにしてやってくれ

るということであれば、わざわざ補助金をたくさん使わんでも協働のまちづくりには大

いに寄与するんじゃなかろうかなと。ただ心配するのは、補助金を出しておるけども、

どんぶり勘定になって本当のコミュニティに使わんばいかんのをＮＰＯ法人に使ってみ

たりとか、そういう心配がちょっと懸念される訳です。そこら辺の対応については、少

なくとも行政側としては補助金を出しとる立場上、その決算とかの報告はちゃんともら

っとるはずけども、やっぱりよっぽど注意をしとかんとコミュニティの会長もＮＰＯ法

人の理事長そういったもの、ほとんど同じですから非常に心配をする訳です。そこら辺

については所管課としてはどういう考えでこれに指導をしていくというか、関与を考え

ているのか、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

ちょっと整理をしたいというふうに思いますが、今の喜々津委員の質問は歳出の地域

振興費の中でコミュニティの助成事業がございます。運営補助金がですね。それに係る

組織の問題に絡むようでございますのでその辺りも絡めて。先程の関連、４３ページは

一般コミュニティの助成事業からすーっと来たもんですから。全体的なものという捉え

方で整理をさせていただいて、答弁をお願いしたいと思います。 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

先程のＮＰＯ法人北部コミュニティと北部コミュニティ団体についてお答えいたしま

す。ＮＰＯ法人の北部コミュニティについては昨年の２８年度より設立をされておりま

す。会計決算については、今年度、ＮＰＯ法人の会計を県の方に歳出等会計書類を出す

ようなことになっております。地域安全課としましてはコミュニティの方には毎年９０

万円補助をさせていただいております。コミュニティの方からはＮＰＯ法人の方に一部

補助金として支出をされてると思いますけれども、今後、県の会計書類等をこちらも確

認をさせていただいて、会計等を見させていただきたいと思っております。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 



 

 

○委員（喜々津英世委員） 

今、ＮＰＯ法人の方については長与北部コミュニティから事業か何かの委託をして、

そっちに金が渡っとるというような言い方だったんですが、もう１回そこを詳しく。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

今年度の北部コミュニティの決算書、会計処理を見させていただいた時に、ＮＰＯ法

人の方に一部補助金負担金という形で支出が確認出来ておりますので、それで北部コミ

ュニティがミニパトを運用されておりますので、その運用費として支出をしているのか

なと思っております。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

私が心配するのは、そういうところさ。本来はＮＰＯ法人じゃなくて通常のコミュニ

ティでせんばいかん事業とかを、結局自分達が立ち上げたＮＰＯ法人の方に回して流用

しとるということやろ。そうすると、それはどれくらいの金額がそうなったか分からな

いけども、そこはもう聞く必要ないかもしれんけども、じゃあ何の為、町がコミュニテ

ィ組織を立ち上げて各地区毎に協働のまちづくりの一環として担ってもらおうとやっと

る。それに、そこの中の人達が自分達だけの法人を立ち上げてそれを下請するようなこ

とになってしまえば、それこそ私は本末転倒で、元々コミュニティを立ち上げた趣旨か

らも反するのではないかなと。そこら辺についてちょっと考え方を聞かせて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 

基本的にはやっぱり各地区コミュニティというのは、今私たちが地域安全課で所管を

しておりますけども、やはり地域づくり人づくりといいますか、それを基本に今後も進

めていきたいと思っております。ＮＰＯ法人化というのはあくまでも先程ちょっとお話

出ましたけども、青パトを使っての見守り活動とかパトロールをしていただいておりま

す。そういう関連から、法人化をちょっと一部そういうふうにしたいという申し出も確

かにありましたけども、基本的には先程申しましたように、コミュニティ本来の目的で

あるところの活動を推進してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

この問題は後で取り上げようかなと思っとったので、もうこれ以上は言いませんけれ

ども、基本的にこれは行政も、例えば立ち上げのいろいろな手続とか何とか、恐らくあ



 

 

なた達の方の指導を受けながら立ち上げたと思うけども、そこら辺はどうですか。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

ＮＰＯ法人につきましては、県が許認可を持っておりますので、基本的に町に相談を

されて町から県にお繋ぎをすることはございますけれども、町を通さずに県に直接許認

可をされてる場合がございます。ＮＰＯ法人北部コミュニティにつきましては、県に直

接交渉等をされておりますので、町を通さず設立をされております。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

それを聞いてちょっと安心したところがあるとけども、先程もちょっと言ったかもし

れませんけれども、何を言いたいかと言えば、５つのコミュニティを立ち上げてもう歴

史がそれぞれ出来てきた訳です。それぞれ独自の活動もやって、コミュニティまちづく

り計画書、こういったものも策定をさせてやろうということになっておるのに、そうい

うＮＰＯを立ち上げて同じような仕事を定款にも掲げて取り組んでおるというのが、ど

うしても私は腑に落ちないので、今後他のコミュニティにそういったものが波及してい

くというのであれば、もうこの自治会振興補助金というのは有名無実のものになってし

まうし、必要ないんじゃないかと。自分達独自で地域づくりの為に自分達でやろうと、

そういう大変素晴らしい計画を持っておられれば、そっちにおんぶした方がましではな

いかなと、そういうふうな気がしたもんですからちょっとお尋ねをした訳です。今後他

の地区にＮＰＯ法人化していくということは、先程のあれからいくと考えてないという

ふうに理解して良かったんですか。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 

そうでございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

３３ページの長崎県消防団充実強化促進事業補助金の部分です。消防費補助金をその

まま１２万９,０００円、先程の御説明で横断幕に充当したということですが、これは

横断幕のみなんですか。他には無かったのかどうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口係長。 



 

 

○係長（山口亮君） 

お答えいたします。２８年度に購入をした物は消防車につける横断幕のみとなってお

ります。消防の火災予防パレードの時に消防車の両サイドに消防団員募集と、あとミッ

クンのイラストを入れまして町内をアピールすることで消防団の獲得に努めるように計

画をしております。ちなみに消防団の加入促進に繋がるような補助金ですので、今年度

は７分団のシャッターの塗装に使うようにしております。 

○委員長（岩永政則委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

消防団の出初式のパレードというのはもうずっと歴史があって、ずっと行われてきて

おりますけれども、これ以前も横断幕というのは掲げられていたような気がするんです

が、そうじゃなくて今回から、この分は何か入替えなのか、それとも新たに横断幕をす

ることになったのか、ここちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口係長。 

○係長（山口亮君） 

元々横断幕はございまして、その分の買替えという形になります。３月１日の火災予

防パレードで使用いたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

先程の御説明で加入促進ということでおっしゃいましたが、この名称を見ると充実強

化ということでありますよね。そうなりますと、例えば団員の装備の充実等にはもう充

当出来ないものなのか、あくまでも加入促進なのか、この辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 

お答えします。こちらの事業につきましては、実は２７年、２８年、２９年と事業が

あっておりますけども、今委員おっしゃいましたように、もちろん広報活動もですけど

も装備の充実整備にも使っております。ただ１つの町で１つの事業ということですので、

今回、本町としましては広報活動に力を入れたいということで、この補助金を活用させ

ていただいております。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

他にありませんか。もう歳出に入っております。 

歳出について質疑を受けたいと思います。 

堤委員。 



 

 

○委員（堤理志委員） 

６３ページの１番最後の１９節負担金、補助及び交付金の下から５、大学による地域

活性化事業補助金、この御説明で町をＰＲする映像ということでありましたけれども、

これはもう出来上がっているんですよね、ちょっと確認をお願いします。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

先程の御質問ですけれども、現在完成しております。完成した物につきましては、町

のホームページと全国の市町村を対象にした長与町に移住を促進するサイトにも掲載し

ております。全て YouTubeで最終的には掲載をして活用させていただいております。 

○委員長（岩永政則委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

大学等々はいろんな所から研究費と言いますか、いろんな大学としての活動費を自治

体であるとか企業であるとかいろんな所からいただいきたいという、そういう思いもあ

ろうかと思うんですけれども、そういった形で作ったとしても移住促進で見られる方専

用なのかというのが、私達はほとんどもうこれ目にしない訳です。あくまでも移住する

かを考えてる方々に目が触れるような形になってるのは間違いないのかどうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

動画の掲載につきましては、町のホームページでまず町民の方にアピールすると同時

に移住者を対象にしたホームページを全国希望の市町村にアップロードするような形に

なっておりますので、両方の、一般の方、移住を希望する方ということで見ていただけ

るような作りになっております。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

先程、歳入の所でもお尋ねをいたしましたが、６７ページのコミュニティ助成事業補

助金２４０万円で、２８年度は長与中央地区コミュニティの助成ということで、備品購

入費ということでお伺いしましたが、どういった内容だったのか教えて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

長与中央コミュニティの備品の内訳ですけれども、大型プリンター、パソコン、イン



 

 

クジェットプリンター、プロジェクター、印刷機、紙折機等となっております。 

○委員長（岩永政則委員） 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

他の所でも恐らくコミュニティで使う物の購入をされていると思うんですけれども、

今町内には５か所コミュニティがございますが、宝くじ助成事業でこういった購入が出

来るというのは非常にありがたいことだと思うんですけれども、この５か所のをコミュ

ニティが終わったら今後どのようなことになるのか、今、お分かりになられれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

現在、５地区のコミュニティに持ち回りで備品を配備させていただいております。前

回備品を配備させていただいた年度というのが、平成１２年度から１４年度にかけて５

地区に配備をさせていただいておるんですけども、昨年度の助成の申請は生涯学習課の

方で傘鉾の申請をしておりまして、今年度南地区コミュニティに申請を予定しておりま

す。今後、来年度申請につきましては所管課と地域の方の御意見を賜りながら策定をさ

せていただきたいと思っております。 

○委員長（岩永政則委員） 

別にありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

ふれあいセンター費のところでお伺いをいたします。昨年度、修繕費として屋上と水

銀灯の修繕というところで上がっていたんですが、今年は６２万円というところで、今

回の修繕の場所を教えて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

ふれあいセンターの２８年度の主な修繕ですけれども、体育館の水銀灯の取替、駐車

場階段手すりの塗装、トイレの修繕、水銀灯のカバーの修繕、本館のブラインドの修繕、

その他カーテンレール、照明等の修繕がございました。 

○委員長（岩永政則委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

あそこの体育館の方なんですけど、利用するに当たって２階というか、上の段の窓を

開ける時の床が結構凹む所がかなり多数あるんです。何か所か修繕がされてあるんです



 

 

けれども、そういう所の修繕というのは館の方からの要望とかで有るのかもしれないん

ですけど、ちょっと御確認をしていただきたいなと最近思ったところです。それともう

１点、同じところで施設清掃委託料で７５万４,０００円というある程度の金額の委託

料を払ってる訳ですけれども、この清掃の範囲というのはどうなってるでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

朝居係長。 

○係長（朝居健太郎君） 

施設清掃の範囲になりますけれども、まず施設清掃につきましては、その中にシルバ

ー人材センターより人員の派遣をお願いしております。この派遣につきましては各階の

トイレ等、共用施設の掃除等を委託させていただいております。その他につきましては、

本館の床年１回のワックス清掃及び窓ガラスの全面清掃、体育館のワックスの塗替を年

２回、空調機の清掃を年１回行っております。 

○委員長（岩永政則委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

体育館の方なんですけど、その２階部分というか窓を開ける通路というんですか、あ

そこの部分なんですけど、そこは掃除に今の感じでは含まれていないのかなというふう

に思ったんですが、虫の死骸とかごみ、ほこり、そういう物がかなり溜まってるんです。

各所に昆虫の死骸とかが山程あって、そこが入っていないのであれば利用者にそこの上

の掃除、点検というのも行ってもらう、または委託の中に範囲が入っているのであれば、

そちらの方もきちんと清掃の方をしてもらうというような、お金を払う側の管理という

のも必要かと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 

今委員のおっしゃられましたように、もう一度私達も現場を確認して、また館長とも

協議をしながら今後対応していきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

６１ページの防犯灯の新設改良工事関係ですけども、明るくなって町民の皆さんも夜

の安心安全に繋がって来てるのかなというふうに思いますけども、その一方、やはり街

路樹関係、照明が届いてない、街路樹のせいでという所も多々見受けられるんですよ。

せっかくＬＥＤ照明やったのに、効果がちょっと薄れてきてるのかなという面もありま

すけども、そこら辺街路樹関係、土木管理課になるんですか。そういったところの連携

はどのようにされて、取り付けられているのかお聞きしたいと思います。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 

御指摘のように防犯灯につきましては地域安全課所管でございまして、先程言われま

したように街路樹等はまた他の課が所管になるところでございます。もちろん交通安全

の問題とかそういう防犯の問題からも連携強化をしているところでございますけども、

なかなか自治会長とか地域の方からいろんなそういうふうな報告がございますので、常

に対応した形でお互い連携をしながら対応していきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

是非、そこら辺は連携の方、よろしくお願いしときたいと思います。それと同じペー

ジなんですけども、高齢者の自動車運転免許自主返納の奨励金関係でスマートカード３,

０００円を配布してるということなんですけども、これ考え方です。近い将来、バス会

社それぞれ１社だけカードが自分たちで運用しますというようなことが新聞で載ってま

したよね、前。そういった中で、他のバス会社は九州各県というか福岡地区を含むその

カードに変更するというような話になってましたけども、考え方ですけども２社入って

きております。長与町。その時に２社分のカードで対応出来るのか、ちょっと先なんで

すけども、そこら辺の今の検討状況というか、分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

  山口課長。 

○地域安全課長（山口功君） 

もちろん本町には２路線のバスの会社が入っております。１つは県営で１つは私立バ

スということでございます。今、バスカードにつきましては県営の分も一部区間路線に

おいては出来るような形で県営バスの方からも聞いておりますので、そういう対応を少

し研究しながら検討していきたいと考えてます。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

地域安全課につきましては、以上で終了させていただきます。お疲れ様でした。 

１３時５０分まで休憩をいたします。 

（休憩 ） 

○委員長（岩永政則委員） 

休憩前に引き続き、委員会を行います。政策企画課の説明を求めます。 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 



 

 

皆様こんにちは。政策企画課所管分、決算書の事項別明細に従いまして平成２８年度

の事業等について御説明をいたします。まず歳入でございます。事項別明細書の２６、

２７ページをお開き下さい。１３款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金２

節地域活性化補助金の収入済額５４１万６,８８４円でございます。これは国の平成２

７年度補正予算で措置されました地方創生加速化交付金５２４万５,８８４円及び国の

平成２８年度予算で措置されました地方創生推進交付金１７万１,０００円でございま

す。加速化交付金につきましては補助率１０分の１０で特産品販売促進事業等を産業振

興課において実施をいたしました。推進交付金につきましては補助率１０分の５で長崎

移住サポートセンターの運営費負担金に充当をしております。 

続いて３０、３１ページをお開き下さい。１４款県支出金２項県補助金１目総務費県

補助金１節総務管理費補助金の土地利用規制等対策費交付金１８万１,０００円でござ

います。これは例年通りでございますが、国土利用計画法に基づく届出の受理に対する

補助金でございます。 

次に３４、３５ページをお開き下さい。同じく１４款県支出金３項委託金１目総務費

委託金５節統計調査費委託金でございます。上から順番にまいりますが、学校基本調査

事務委託金５,０００円については例年通りでございます。次に工業統計調査事務委託

金４,０００円、これは平成２９年度に実施をする工業統計調査の準備事務に係る委託

金でございます。次に市町村権限移譲等交付金（異動人口調査）これにつきましては２

万２,０００円で、毎月の転出入及び出生、死亡の件数を県へ報告することに対する対

価でございます。次の経済センサス事務委託金１２６万８,８００円、これは事業所や

企業の経済活動を明らかにする為、５年毎に実施をいたします平成２８年度経済センサ

ス活動調査の委託金１２６万５,８００円と経済センサス調査区管理委託料３,０００円

の合計でございます。次の統計調査員確保対策事業委託金１万８,８２７円、この委託

金の趣旨は各種統計調査に係る調査員を常時確保しておく為の事業で、内容は研修の実

施や資料の配布に充てるものとなっております。 

続きまして３６、３７ページをお開き下さい。１５款財産収入１項財産運用収入２目

１節利子及び配当金、下から３行目の国際交流基金運用収入２万１,６１８円、これは

国際交流基金の平成２７年度末の残高に対する利息でございます。 

次に４０、４１ページをお開き下さい。１７款繰入金２項基金繰入金２目国際交流基

金繰入金は長与町国際交流協会補助金の財源として４４万円を繰り入れております。 

次の４４、４５ページをお開き下さい。１９款諸収入の雑入、真ん中よりも少し上に

なりますけれども、長崎県市町村振興協会国際交流支援事業補助金１７５万８,０００

円でございます。これは財団法人長崎県市町村振興協会が国際交流事業経費の５分の４

を補助するもので、この金額が上限額となっております。先程申し上げた長与町国際交

流協会の補助金に充当をしております。同じく下から７行目、長与町総合計画売払収入

が１,０００円、２冊分でございます。以上が歳入です。 



 

 

続きまして歳出でございます。５２、５３ページをお開き下さい。２款総務費１項総

務管理費１目一般管理費でございます。９節旅費の普通旅費２１９万５０円のうち２万

７,４８０円が政策企画課の所管分でございまして、結婚相談事業に関する会議等に係

る旅費でございます。同じく１３節委託料の下から４行目、結婚相談業務委託料２００

万円は長与町社会福祉協議会への業務委託料でございます。 

次に６２、６３ページをお開き下さい。２款総務費１目総務管理費８目企画費でござ

います。１節報酬は男女共同参画推進委員会委員報酬９万８,８００円、まち・ひと・

しごと創生推進委員報酬７万円、それぞれ報酬でございます。３節職員手当の時間外勤

務手当８９万２,１６８円でございます。昨年度に比べますと１８５万円の減額となっ

ております。昨年度は国勢調査等による時間外勤務が多くございましたけれども２８年

度は例年並みでございます。７節賃金は育児休業等代替職員の賃金１１８万７,８２０

円でございます。政策企画課の職員２名が４月２２日及び９月１日からそれぞれ育児休

業等に入っておりまして他の職員で分担するなど対応しましたが、処理することが困難

な業務についてパート職員で対応をいたしました。８節報償費の講師謝礼３万円は町内

３中学校でのデートＤＶ防止事業に係るものでございます。９節旅費の普通旅費２２万

１４０円のうち政策企画課分は１５万７,３７０円、主に会議や打ち合わせ等に係るも

の。費用弁償の２万６,０００円は審議会等開催時の費用弁償でございます。次に１１

節需用費の消耗品費でございますが、これにつきましては新聞購読費やトナーカートリ

ッジ、その他各種消耗品、食糧費は主に会議時のお茶ですとか町長と大学生の意見交換

会の際の食糧費となっております。次に委託料でございます。地域公共交通網改善計画

策定業務委託料は町内の公共交通に関する課題を分析し、その課題解消の為の既存路線

バスの再編見直しや新交通システムの導入可能性の検討等、実現に向けた方策を示す計

画の策定支援に係るものでございます。公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料は

町が管理する公共施設等の実態を把握すると共に人口や財政等、将来に渡る見通しを基

に課題を整理し、今後の計画的な公共施設の管理に関する基本的な考え方を示す計画、

これを策定するに当たり支援をお願いしたものでございます。１４節使用料及び賃借料

の有料道路等使用料は会議等の際に使用した有料道路に係る経費でございます。１９節

負担金、補助及び交付金につきましては、前年度と異なるものについて御説明をいたし

ますが、下から３行目、長崎留学生支援センター運営費負担金は同センターの運営に対

する負担金４万８,０００円でございます。その次の男女共同参画推進事業補助金は男

女共同参画県南地域活動促進会議が実施をいたしました男女共同参画の講演会に対する

ものでございます。その次の長崎県移住促進センター運営費負担金は県と市町が連携し

まして移住希望者への相談対応、県内企業との就業マッチングを行う長崎移住サポート

センターの運営に係るもので、その財源として地方創生推進交付金を充当しております。 

次に６４、６５ページをお開き下さい。２５節国際交流基金積立金は平成２７年度末

残高に対する預金利息を基金へ積み立てたものでございます。 



 

 

次に統計調査費でございます。８０、８１ページをお開き下さい。２款総務費５項統

計調査費１目統計調査総務費は特定の統計調査に関わらない経費及び統計調査員確保対

策に要する経費でございます。２目基幹統計調査費は公的統計の根幹を為す重要性の高

い基幹統計に係る経費でございます。２８年度は主に経済センサス活動調査に係るもの

で、その他、工業統計調査の準備経費等でございます。１節報酬の統計指導員報酬は、

経済センサス活動調査が２名分、統計調査員報酬は同じく１４名分でございます。以下、

旅費、需用費、役務費、これらは経済センサス活動調査に係るものでございます。 

最後に基金の状況でございますが１９０ページを御覧下さい。国際交流基金は平成２

７年度末現在高４,３２７万１,０００円に平成２８年度中に４４万円を取り崩す一方で

利息分２万１,６１８円を積み立てた結果、２８年度末残高が４,２８５万３,０００円

となっております。 

この他、主要な施策の成果に関する報告書の１６から２０ページに渡りまして政策企

画課所管分の５つの事業について掲載をしておりますので、併せて御参照下さい。 

政策企画課に関しましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

説明が終わりました。ただいまから質疑を受けたいと思います。歳入はまとめて質疑

を受けたいと思います。質疑ありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

３１ページの土地利用規制等対策費交付金１８万１,０００円ですが、国土利用法の

届出の受理に関する交付金ということで、この件数と差し支えがなければ場所というこ

とでお願いしたいんですが、よろしくお願いします。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

土地利用規制等対策費交付金、この交付金の算出の根拠が平成２４年度から平成２６

年度までの３年間の届出件数、これに基づき算出がなされております。件数につきまし

ては平成２４年度が０件、２５年度が１件、２６年度が２４件ございまして、場所とし

ては、２６年度が急増しておりますのは榎の鼻土地区画整理事業の用地に係るものでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。 

次に歳出にまいります。質疑ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

５３ページの１３節委託料の中での結婚相談業務委託料、社協の方に委託したという



 

 

ことで、主要な施策の成果に関する報告書の中で詳しく内容が書かれてる訳なんですが、

これを見てみますと、開催イベントのところで最初のバーベキュー、それからバスツア

ーは男女共一定の参加者があるんですが、恋来ランチのやつです。ここの部分になると

極端に半減するんですよね。参加者が、やっぱり出来れば変わらないか、あるいは増え

ていくということが好ましいんじゃないかと思うんですが、この辺りは社協と話はなさ

ったかどうか、この辺の原因なり対策なり、この辺りいかがでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

毎月社協とは、どういった事業を行っていくか、どういった進め方をしていくかとい

うことを協議しながら進めております。年に２回は大イベントといって参加者をたくさ

ん募って、会員だけじゃなくて会員じゃない方も参加をしていただくようなイベントを

実施をしておりまして、先程の御指摘の上から２つ、バーベキューとバスツアーという

のはこの大イベントに当たるものでございます。もう１つの恋来ランチというのは会員

限定のイベントでございまして、その対象者を一定絞りながら募集をしていると。福祉

センターでランチしながらフリートークをしたというイベントでございまして、他に比

べて参加者が少ないという状況でございます。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

これは小イベントだったという説明も一定理解はするんですが、男女共にそれぞれ約

５０名近くの会員がいながら、非常に少ない。せっかく結婚相談事業ということでやっ

てる中で、これは社協の方で取り組んで町が直でやってないので、どこまで言えるか分

からないんですが、やっぱり町が委託金を負担するからには、この辺りもう少し、てこ

入れが出来ないものなのか、何かそういう次年度に向けての、何か町としてのアドバイ

スなり検討なりというのは考えていらっしゃるかどうか、いかがでしょう。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

確かに登録者数は男女それぞれ５０名程度いる中で１つ１つのイベントだけを見ると、

参加者がその半分以下ということになっております。しかしながら、その事業１つ１つ

にやはり予算といいますか、事業費に配分をしながら委託料を活用していただいてると

ころで、なかなか全員というか、たくさんの募集を掛けることが出来ずに、一定、定員

といいますか、そういうのを作りながら募集を掛けております。その内容によってはそ

の募集を超えるような応募もあって、抽選で人数制限をしてるというところもありまし

て、現在はそのような実施の状況ということでございます。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

他にありませんか。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

６２、６３でお尋ねをいたします。企画費の１３節委託料、予算が１,２５０万７,０

００円となってますけども、当初は７７８万７,０００円だった訳ですよね。それで補

正を組んで１,２５０万７,０００円になったけども、結局支出済額が８７６万９０６円、

不用額が３７４万６,０００円も出てると、この理由をちょっと教えて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

不用額の理由ですけれども委託が２件ございます。公共交通と公共施設です。それぞ

れ事業を進める中で変更契約等も掛けながら年度末まで事業を進めておりまして、入札

減というのが１つの理由でございます。それと契約変更ということもございましたので、

最後まで確定をしなかったということで、最終的に不用額が３７０万円程という結果に

なっております。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

それと企画費の１番上を見てもらえば、当初予算で７,０６０万１,０００円ですよね。

その約１割に当たる不用額が出ておると。先程の入札減等に伴うもの、事業の変更、こ

の辺があったということは分かりますけれども、約１割もの不用額が出るということに

ついてどういうふうに捉えたら良いのか、まず所管の課長としてはどういうふうに考え

ておるのかお伺いをします。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

この当初予算を編成する段階に当たっては、業者の方から一定の見積りといいますか

提出をいただいて、それをベースに予算化をしたということがございます。実際に事業

を実施するに当たってはより精査をいたしまして、必要な内容でということで設計をし

まして仕様書を固めて入札をしたという結果で、これだけの不用額が出ているというふ

うに認識をしております。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 



 

 

同じ６３ページの１番下の移住促進センター運営費補助金で、今年度は地方創生推進

の交付金を充当したということで支出金と一般財源が２分の１ずつなんですが、これは

多分今年度のみかと思うんです。今後も移住促進というのは続けていかれると思うんで

すけれども、一般財源からの持ち出しになるということで、今後どういった形でのやり

方というか、今までと同じようなことを継続していくのか、それとも一般財源というと

ころで抑えてしまう部分があるのか、その部分をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

移住促進センターの運営費負担金、これにつきましては地方創生推進交付金、県、そ

れから県内の各市町が連携をして申請をしておりまして、今後２８年度から５年間の計

画として提出をしております。補助金の額としては一定５年間は同額が見込まれている

という中でございますが、その後につきましてはまだ不透明でございまして、もし交付

金という制度が無ければ、町の一般財源を投入して継続をしていくべきじゃないかと考

えております。と申しますのが、この１年間でその前の年までの県内への移住者という

のが倍増しておりまして４６４名になってるそうです。これを県としては更に増やして

８００名程度までということでございますし、本町においても１年目で１件４名ではご

ざいましたが、このセンターを通じて移住者があってるということで、非常に有効では

ないかと考えております。今後更に職業の紹介という部分にも力を入れられるというこ

とで、それは本町にとっても大きくメリットがあると考えております。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他にありませんか。歳入歳出、併せてですね。御質問を受けたいと思います。 

ありませんか。訂正があるそうです。 

尾田係長。 

○係長（尾田光洋君） 

先程申し上げた数値の方、訂正をさせていただきます。昨年度の県内への移住４６４

名と発言しましたけれども、正確には４５４名でした。失礼いたしました。 

○委員長（岩永政則委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

結婚相談事業関係で今回２００万円、委託金で支払われてますけども、これちゃっか

り全部使ってるということなのか、それとも余分は社協か何かプラス関連のαの金額が

あるもんか、そこら辺をちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

福本課長補佐。 

○課長補佐（福本美也子君） 



 

 

結婚相談事業につきましては、社協の方から収支決算書の方をいただいております。

決算書の分で確認いたしまして、次期繰越としまして４万１,４９３円が時期の繰越と

いう形で提出があっております。なお、町からの補助金が２００万円の他に社協の収入

としまして会費収入が３１万４,０００円ありまして、社協の結婚相談事業としての収

入の合計は２３１万４,０００円、それに対して次期繰越金が４万１,４９３円となって

おります。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。 

これで政策企画課についての質疑を終わりたいと思います。 

１４時４０分まで休憩します。 

（休憩 １４時２２分～１４時３７分） 

○委員長（岩永政則委員） 

休憩前に引き続き、委員会を行います。議案の提案理由の説明を求めます。 

田中財政課長。 

○財政課長（田中一之君） 

それでは平成２８年度一般会計歳入歳出決算の財政課所管分について御説明いたしま

す。それでは決算書の歳入の方の１６、１７ページをお開き下さい。２款地方譲与税か

ら１０款交通安全対策特別交付金、こちらが財政課所管になりますので順番に御説明申

し上げます。２款地方譲与税は国税として徴収をしてそのまま地方公共団体に対して譲

与する税であります。この中の地方揮発油譲与税、決算額が２,９１３万５,０００円と

いうことで、これはガソリンの揮発油税ですけども、これはほぼ前年並みの決算額にな

っております。続いて下の自動車重量譲与税、こちらも７,０６１万２,０００円の決算

額で前年とほぼ同じの決算額になっております。続いて３款の利子割交付金、４款の配

当割交付金ですけれども、これは利子配当にかけられた税の地方配分になります。まず

利子割交付金、決算額が６５９万６,０００円ということで昨年より３０％ほど落ちて

おります。これは平成２８年度に法人が受ける利子等に掛かる税金の課税が廃止された

ことを要因として減額になっております。その下の配当割交付金、こちらが決算額１,

３２２万５,０００円ということで、こちらも前年と比較すると５０％ぐらい落ちてる

んですね。これも株式等の配当が減ったのが要因です。景気の変動に左右されるという

ような形で半減しております。続いて次のページにまたがりますけれども、株式等譲渡

所得割交付金、決算額が７７２万円ということで、先程の分と連動してると思うんです

けれども、前年と比較すると６４％ほど減額になっております。続いて６款地方消費税

交付金、決算額が６億１,９７１万７,０００円ということで、前年が６億８,５００万

円ほどございましたので、前年と比較すると９％ほど減になってございます。こちらな

んですけども２６年４月１日に消費税が５％から８％になりまして、その分で昨年度２

７年度においては３億円ほど増になりました。しかし、今年度６,５００万円ほど減に



 

 

なってるんですけれども、その要因というのが、従来は通販とかネットショッピングの

売り上げに係る分というのは本社の所在地の方に配分をされておった訳ですけれども、

これを現実的に最終消費地である地方の方に配分をしようということになりまして、長

崎県の場合、通販会社大手のジャパネットたかたというのが佐世保にございまして、そ

の分が配分が減ったのではないかと、その影響で当町においても６,５００万円、昨年

と比べれば減っているという形になっております。しかしながら、地方消費税交付金に

ついては、今後人口の多い自治体に多く配分されるように見直し予定しておりますので、

今後若干、回復していくのではないかと考えてございます。続いて７款自動車取得税交

付金、決算額が１,４０５万４,０００円ということで、こちら前年度と比較して１３％

ほど増えております。続いて８款地方特例交付金、決算額が２,８３２万９,０００円と

いうことで、こちらは住宅ローン減税です。こちらの減収補填分を国からもらうという

ような形になっております。長与町の場合、昨年より２６％程増加してございます。要

因としてはビューテラス北陽台、新築の家が建って住宅ローン減税を適用されてるとい

うことで、その分の減収分を補填されたものと考えております。続いて９款地方交付税、

中身は普通交付税の決算額が１９億７,７０９万４,０００円ということで、ほぼ前年並

みでございます。次、下の特別交付税６,６３７万２,０００円ということで、２８年度

においては熊本地震、その辺りとか水害関係多くありましたので、３０％減額を見込ん

でおりましたけども、さほど減らなかったと。実際昨年よりかは３００万円ほど減にな

ったというような状況です。ただ、今後はやはり２９年度においても九州の北部豪雨と

か全国各地で水害等ございますので、その辺りで、もうこれ以上の増収が見込めないと、

むしろ減っていくんではないかと思っております。続いて１０款交通安全対策特別交付

金ですけれども交通反則金の収入額になっております。決算額が５１９万４,０００円

と前年とほとんど変わっておりません。 

続きまして３６、３７ページをお開き下さい。１５款財産収入、利子及び配当金でご

ざいますが、財政課の所管分というのが財政調整基金運用収入決算額５３万３,９１５

円、減債基金運用収入３７万４,１８８円、中段よりちょっと下の土地開発基金運用収

入１万４,８２５円ということで、銀行に預け入れた利率というのが平均で０.０４％か

ら０.０８％程度になっております。１億円預けて年間４万円から８万円ほどしか利子

がつかないという中の歳入になります。ちなみに普通預金の利率は０.００１％ほどと

なっております。 

続きまして４０、４１ページをお開き願います。１７款繰入金の財政調整基金繰入金、

決算額が２億９,９９１万４,０００円ということで、これは財源調整の為に取り崩した

ことになります。この下の１８款繰越金の決算額が３億３,７０８万２,８７３円という

ことで、２７年度から２８年度への繰越になります。この中で純繰越金がおよそ２億７,

２００万円と繰越明許分が６,５００万円ほどございます。 

続きまして４４、４５ページをお開き願います。１９款諸収入５項雑入でございます。



 

 

中段よりちょっと下、長崎県市町村振興協会市町村配分金決算額が１,９１２万７,００

０円ということで、サマージャンボとオータムジャンボ、今はハロウィンジャンボと呼

んでますけどもオータムジャンボの市町村配分金になります。こちらの配分金につきま

しては図書館と町民文化ホールの管理経費の方に充当させていただいております。 

続きまして４６、４７ページお願いします。２０款町債４目臨時財政対策債。決算額

が４億８,１４７万円ということで、こちらは地方交付税として交付すべき財源が不足

した場合に地方がその穴埋めにする起債でございます。昨年が５億８,９００万円ほど

借りましたので、今年度は１億円ほど減になってございます。ちなみに２８年度末の地

方債の残高というのが約１４２億円ございます。その１４２億円のうち約６３億円とい

うのが臨時財政対策債分になります。これはもう全体の４４.５％を臨時財政対策債が

占めておるような状況です。歳入は以上になります。 

続きまして歳出の方を御説明します。５４、５５ページをお願いします。２款総務費

１項総務管理費３目財政管理費でございますけれども、財政課職員４名分の人件費、事

務費等の決算額３,６５４万５,７４２円となっております。前年比１２６万円ほど増に

なっております。率にして３.６％ほどの増になっております。増額になった主な理由

といたしましては、２８年４月１日、人事異動により人が入れ替わりましたので、その

分、時間外勤務手当と共済費がそれぞれ４０万円ほど増加いたしました。これらを含め

た職員人件費全体では１２７万円ほど増額になっております。その他事務的経費につい

ては前年度とほぼ同じでございますけれども、次の５６、５７ページで一般備品購入費

が今年度新規で上がっております。電動パンチ、２穴の穴あけパンチ機を購入した分に

なります。その下の２３節償還金、利子及び割引料で震災復興特別交付税返還金という

のが１,０００円上がっておりますけれども、この中身というのが平成２３年３月に発

生した東日本大震災に係る特別交付税措置分の精算金になります。具体的には２３年度、

２５年度において東日本大震災の被災者に係る地方税の減収措置として６,０００円、

特別交付税で手当てをされました。震災が終わって５年経過した２８年度に精算という

形で交付された分から１,０００円を返還すると、そういった内容になっております。 

続きまして６０、６１ページをお開き願います。２款総務費１項総務管理費の２５節

財政調整基金積立金５３万３,９１５円、減債基金積立金３７万４,１８８円ということ

で運用収入の積立になります。 

続きまして１１４、１１５ページの方お願いいたします。４款衛生費３項下水道費、

その中の下水道施設事業費負担金で２５３万５,７１９円になります。行政区域は長与

町であっても長崎市の水道とか下水道を使用してる場合、それらの工事に係る経費は長

与町が負担するということで長崎市と協定を結んでおります。その分の長与町負担分に

なりまして、内訳が財政課の分がおよそ２３２万円で、高田南土地区画整理事業地内の

分については都市計画課の方で負担をしますので、その分が２１万円ほどございます。 

続きまして１３２、１３３ページをお願いします。８款土木費の１９節負担金、補助



 

 

及び交付金でございます。摘要欄の上から２番目の西彼中央土地開発公社事務費負担金

２５万円になっております。土地開発公社における事務費です。人件費とか賃金、旅費、

需用費、公租公課、この辺りの負担金になります。こちらは構成町である時津町も同額

の方を負担しております。実は昨年この委員会の場で、岩永委員長より公社の事務費負

担金というのが土木費で支出するのがちょっと違和感があると、ちゃんとした根拠は無

いのかということで指摘を受けておりまして、その際、土地開発公社の目的が用地の先

行取得が目的であるということで従来より土木費で支出をしていたというふうに回答を

しておりました。その後、検討をしていたんですけれども、その時はもう２９年の当初

予算には間に合わなくて２９年度も土木費で計上したんですけれども、その後、いろい

ろ根拠の方調べたんですけども明確な回答もちょっと見当たらなかったんです。ただそ

ういった中で、時津町が総務費の中の財政管理費の中で支出をしておりましたので、同

じ構成町である長与町も３０年度の当初予算からになりますけれども、２款総務費の財

政管理費の中から、公社の事務費の支出の方、検討してございます。 

続きまして１４０、１４１ページをお願いします。８款土木費５項都市計画費３目公

共下水道費でございます。長与町下水道事業会計補助金ということで１億６,５００万

円計上しております。下水道ですけれども基本独立採算制になっておるんですけれども、

公益上、公営企業に負担させることが適当でない経費については一般会計から繰出を行

うということで、繰出基準に応じた繰出金になっております。 

続きまして１８２、１８３ページをお願いいたします。１２款公債費の元金と利子の

分の償還金。元利償還金ということで、財政融資、郵政、地方公共団体金融機構、十八

とか親和とかその辺りの縁故債、合わせましてこの金額になります。利子の方も同様に

この金額になっております。続いて１３款諸支出金、土地開発基金費でございますが、

これは土地開発基金への積立金になります。１万４,８２５円ということで運用収入の

積立になります。１４款予備費、こちら２８年度、特に予備費の充用というのが特に多

かったんです。合計で１,２２８万１,０００円というふうな予備費の充用を行っており

ます。本来、予備費の充用というのが、当初予算編成当時に予期しなかった予算外の支

出が発生した場合とか、歳出予算が不足した場合には、本来であれば議会を招集して補

正予算組んで議会の議決をいただくというのが筋なんですけども、小さい金額に関して、

一々そういったことは煩わしいということで設けられた制度になります。この中の内訳

については、まず２８年４月に発生した熊本地震に救援物資等発送しました。その際の

発送料とか、荷物をまとめる人件費、職員の方を派遣しておりますので、その職員の時

間外手当とか特勤とか、有料道路代です。並びにふるさと納税の返礼品を購入する費用

及び送る為の送料を今回予備費から充用させていただきました。歳出の方はこれで説明

が終わりますけれども、関係する所で１８４ページをお願いいたします。実質収支に関

する調書ということで歳入総額が１３１億４,９５４万５,０００円、歳出総額が１２３

億９,６７７万１,０００円で、その差引が７億５,２７７万４,０００円、翌年度に繰越



 

 

すべき財源が１億８,４８７万３,０００円、それを差し引いた実質収支額が５億６,７

９０万１,０００円ということで、この実質収支額の２分の１を超える部分、２分の１

以上は地方財政法により財政調整基金に積みなさいということになっておりますので、

２分の１よりちょっと多い金額３億円を財調の方に積むようにしてございます。 

続きまして１８８ページをお願いいたします。４出資による権利ということで、財政

課所管分が上から５番目、西彼中央土地開発公社２５０万円。これは公社の資本金とな

る基本財産の長与町分となります。そして１番下、地方公共団体金融機構１９０万円。

これは地方公共団体のみを対象として、国又は県が同意をした起債に対し資金の貸付を

行っている団体です。先程、公債費の償還のところで機構と書いていた団体になります。 

続いて１８９ページ、お願いします。４基金（イ）の財政調整基金、前年度末現在高

が１９億４,３００万５,０００円ということで、２７年度から２８年度の決算剰余金の

２分の１を積立てた金額というのが２億８,０００万円ございます。それと２８年度に

取り崩した金額が約３億円、プラス運用収入が５３万円ほどございましたので、それを

相殺いたしますと２８年度中増減高はマイナス１,９３８万円となります。この分目減

りをしまして２８年度末現在高は１９億２,３６２万５,０００円となります。（ロ）土

地開発基金、こちらは２８年度中には増減はございませんでした。土地の取得等もござ

いません。結果、運用収入の１万５,０００円のみということで、合計で２８年度末が

８億７,６６１万５,０００円となっております。（ホ）減債基金、こちらも２８年度中

の取り崩しは行いませんでしたので、純粋に運用収入３７万４,０００円が２８年度に

増えまして、２８年度末現在高が１２億４,１３４万７,０００円となっております。 

決算書における財政課所管分は以上となります。また主要な施策の成果に関する報告

の中に歳入歳出の決算の状況、地方債の状況、性質別目的別の歳出の状況等ございます

ので御参照の方お願いいたします。 

続きまして、こちらの委員会より提出を求められておりました４つ資料があるんです

けども、まず１枚目の地方債の状況、左が年度になります。２８年度から３８年度、そ

れぞれの年度に元金、利息、元利合計、期末残高というのがございます。２８年度の元

利は実際の決算額になります。２９年度分については右に借入見込額の算出方法という

のがあるんですけどもこちらが内訳です。２８年度の本借分が３億３,０００万円、あ

と２９年度に借りる予定の分が公共と防犯灯ＬＥＤ以下の事業になります。この分を借

入れると約１３億３,０００万円になりますけれども２９年度の元利に反映をしており

ます。問題が３０年度以降、平成３０年度以降は毎年度１３億円発行するのを仮定して

おります。普通建設事業債が８億２,０００万円、臨財債が４億８,０００万円借りると

想定すると元利の償還金に関しては公債費ですけどもこういった形になります。見てい

ただきたいのは期末残高およそ１４２億円、もうこの辺りが財政課としてはボーダーと

いうか、もうこれ以上膨らましたらちょっとまずいなというふうな形で設定をしており

ます。だから現状維持、そういった形で起債を今後も借りていくというような形です。



 

 

起債については、将来に負担を先送りする訳ではなくて、世代間の負担の平準化を図る

と財源の有効活用という観点からも適切に運用していこうと思っております。次の債務

負担行為一覧表、これは予算書とかにもありますけれども、一覧表としてまとめてござ

います。御参照の方、お願いいたします。 

続いて資料の２枚目経常収支比率の状況でございます。こちらは平成１５年度から平

成２８年度まで、１番上の段が経常収支比率になりますけれども経過を表しております。

２６年度が９５.１、２７年度が８９.４、今年度９２というような状況になっておりま

す。２７年度一時的に良くなったのは地方消費税交付金が一時的に３億円程増えたとい

うことで好転をしております。その後、９２と若干落ちてはいるんですけれども、経常

収支比率で見ていただきたいのは、この数字に一喜一憂することなく、この経費の性質、

この構造がどうなってるかというのを見ていただきたいと思うんです。この下にグラフ

があります、人件費、物件費、維持補修費、扶助費等ございます。この中で見ていただ

きたいのは、この扶助費、赤い所です。他の分については、ほぼ横ばいというような状

態ですけども、扶助費に関してはどんどん右肩上がりで上がっているような状況になっ

ております。平成１５年度の経常経費充当一般財源の扶助費のところを見ていただけれ

ば分かるんですけども、平成１５年には一般財源が１億９,０００万円しか投入してな

かった訳なんですが、これが２８年度になると７億８,０００万円、一般財源を必要と

してます。約４.１倍に膨れ上がってるんです。事業費ベースで見ても平成１５年には

１５億円ほどの事業だったのが、これがもう２８年度になると２９億円の事業に倍増し

ているというような形になってます。前からいろいろお話をしてます２０２５年問題、

６５歳以上が３人に１人になってしまう。今から８年後なんですけれども、その状況に

なった時に一体これがどこまで来てるのかと。この辺りがもう不安の材料でございます。

もう１点、この地方交付税も今後、最近テレビ等でたまに放送あるんですけれども、国

が借金をしてるのに地方が基金を増やしてるということで何で増えてるのかと、その原

因等を地方はもっと説明をしなさいというような形で国から促されてる訳なんです。今

後、基金を貯め込んでる団体については交付税が削減される可能性が十分ございます。

当町においては基金の額ちょっと減ってるぐらいなんです。１０年前と比べると。だか

ら交付税削減の対象にはならないと私は考えておりますけれども、この辺りもまだ今の

段階ではっきりしたことが分からなくて年度末の地方財政計画、この辺りが出る頃には

一定方向性が示されるのかなと思っております。 

続いて資料の３枚目をお願いいたします。県の健全化判断比率シミュレーションでご

ざいます。こちら見ていただきたいのが、この下に小さい字で書いてるところの真ん中

ぐらいに協議不要団体、起債許可団体、早期健全化基準、財政再生基準とこういった形

であるんです。協議不要団体というのは実質公債費比率が１６％未満の場合、起債許可

団体、起債を借りる時に１８％を超えれば許可が必要になります。早期健全化基準、一

般的にイエローカードと私達は呼んでるんですけども、これはもう２５％を超えたらイ



 

 

エローカード、レッドカードは３５％ということで、これで今までの財政の分でシミュ

レーションをすると、この赤の実質公債費比率が３０年度、３１年度でぐっと上がるん

ですけれども、この上がった要因というのが２８年度に借入れた防災行政無線のデジタ

ル化整備事業で借りた起債、こちらの分の償還が始まったということでぐっと上がるん

ですけども、その後は、先程地方債のところで説明をした毎年度１３億円借入れていっ

た時に少しずつ上がっていく訳なんです。平成４０年過ぎた頃から一定高止まりをしま

して、その後はこれ以上借りなければ徐々に減っていくような形にはなっております。

それとリンクしたような形で将来負担比率というのも上がっていっております。こちら

に関してはマックスが４５.６ぐらいですので、実際イエローカードに引っ掛かる３５

０まではいくことはございません。ただ、この辺りもよく注視をして財政運営をしてい

こうと考えております。 

続いて４枚目の資料、土地開発基金の土地明細でございます。１つずつ簡単に説明を

したいと思います。左の番号に沿って説明をいたします。まず１番から４番、こちらは

場所が船津橋手前の尻無川公園の山手側になります。こちらは東部土地区画整理事業の

３工区の北側に位置をした農地であります。当初は子どもとか幼児の遊び場、高齢者の

散策の場として公園を整備する予定でしたけれども、その後、農業体験とか健康増進の

為にふれあい農園として整備をしてはどうかという案があって、今の産業振興課の所管

になっております。しかしながら、この場所というのが１２メートルの擁壁の上にあっ

て、地盤も脆弱で車も乗り入れることが出来ない上に水道も無いということで、ふれあ

い農園としてはちょっと利用が難しいということで、今現在、産業振興課もどうしてい

いものか、今後の検討策を考えているところでございます。続いて５番目の土木管理課

所管の分です。こちらは斉藤郷の西側埋立方面に向かって金比羅橋を渡った所の左側に

なります。こちらは長与川の河川護岸工事の交換用地になっておりまして、用地買収が

地権者と折り合いがついておりませんので、平成２２年度から事業の方はストップして

おります。現在は契約管財課の方で長与川まつりとか臨時駐車場として活用をしており

ます。しかしながら、河川改修工事については県に要望を今後もしていって、財源に余

裕が出来たら買い戻すことを検討している状況です。続いて６番、高田越のローソンの

交差点です。こちらから西友の方に３、４０メートル下った所にある、左側になるんで

すけれども、現在は仮換地されて区画整理地内の別の所にこちらの土地は移っておりま

す。続いて７番から１０番、高田中学校から職業訓練校の方に向かって直ぐ、カーブの

所なんですけども、みろくやの跡地がございます。これが全部で４筆あるうちの３筆分

は２７年度に既に買戻し終わっておりまして、残ってるのがあと１筆のみということに

なっております。次に１１番、こちらは高田中学校近くの富貴屋旅館跡地になります。

続いて１２番から１４番、こちらは長与皿山の用地になります。平成１５年度に策定を

している長与皿山窯跡保存整備基本構想、これに基づいて皿山の史跡等保存と管理をす

るということで購入したんですけれども、まだ４分の１程が購入出来ていない状況にな



 

 

っております。引き続き交渉して買収が終わりましたら、発掘調査とか報告書の作成に

移るということです。次の１５番、１６番、こちらは都市計画道路西高田線の建設の際

に取得をした所でありまして、場所は長与中央橋の県道側の角地になります。こちらは

橋梁完成までは迂回路として利用しておりましたけども、今後は西高田線の旧道の用地

買収の際の移転用地として利用をする予定です。１７番、これは図書館の用地になりま

す。１番下に課別と地目別の集計を載せておりますので御参照下さい。以上が資料の説

明になります。長くなりましたけれども、御審議の方よろしくお願いいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

ありがとうございました。それでは質疑を受けていきたいと思いますが、歳入面から

お受けをしたいと思いますが、質疑ありませんか。１７ページからです。いいですか。

それでは質疑がないようですから、歳出の方に入ります。 

質疑ありませんか。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

もう決算書ではなくて参考資料をもらいましたので。経常収支がまたちょっと悪化し

たと、これもちょっとしたあれで変わるからしょうがないかなと。要は庁舎内で共有さ

れとるかどうかというのが扶助費。もうこれは確実に上がっていっとる。１億円単位近

くで上がっとる。高齢者の問題とか福祉の問題とか、いろいろ避けて通れん問題で国か

らいろんな措置もあるでしょうけども、何らかの短兵急には成果は出んと思うけども、

やっぱり庁舎内で情報共有をして対策を検討するという、そういう必要性があるのでは

ないかなと思うけど。そこらについてはどういうふうに考えておられますか。 

○委員長（岩永政則委員） 

  田中課長。 

○財政課長（田中一之君） 

御指摘の通り、経常収支比率を含めて長与町の財政状況については当初予算編成の説

明会、その辺りで職員に対しては周知をしております。今現状の長与町の財政の状況等

を説明した上での当初予算を組んで下さいということで毎年度お願いをしておりまして、

ヒアリングの時点においても、その辺りは十分財政の方から説明をしております。扶助

費に関しては御指摘の通り、年々増えていっているような状況にあって自立支援給付費

とか障害児の通所関係とか、その辺りでかなり目に余る感じで増えていってるのがある

んです。だから、所管に対しては一定ガイドラインといいますか、その辺りできちっと

抑制を出来るような形で努めて下さいということで、もう常々お願いをしております。

制度的になかなか削減というのが難しい経費ではあるんです。そういった中で、一定、

町に裁量がある、町の判断で抑制が出来る部分については福祉全般において極力抑制し

て下さいというようなお願いをしているところでございます。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 



 

 

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

財政課の審査を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（岩永政則委員） 

それでは、休憩前に引き続き委員会を行います。 

質疑の前に、提案理由の説明をお願いします。 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

それでは平成２８年度一般会計決算につきましての御説明をただいまより始めたいと

思います。２８年度決算におきまして税務課の所管分の歳入額ですが４５億９,３８５

万９,３３２円、歳出額は１億３,６５９万９,７１８円でございます。それでは決算書

の事項別明細書に基づき主なものにつきまして御説明をいたしますが収納推進課とも同

じ目が重複するところもありますので、重複を避ける為に総額について私の方から、町

税の各税の歳入内訳については収納推進課長より説明をいたしますので御了承願います。 

初めに歳入でございます。事項別明細書の１４、１５ページをお開き下さい。１款町

税の調定額４７億３,６９３万７,０６６円に対しまして、収入済額は４５億７,９５９

万１,１８７円、不納欠損額は１１４件の３７０万５,６４６円、収入未済額は１億５,

３６４万２３３円でございます。対前年度比で調定額が約８,７００万円ほど増加して

おりますが、これは現年課税分の調定額が全体的に増加していることが主な要因でござ

います。ちなみに現年分の調定の増が約１億７００万円増です。滞納繰越分の調定が約

２,０００万円の減となっております。町税全体の収納率は現年課税分、滞納繰越分を

合わせて９６.６８％で前年度より０.５５％の増となっております。なお、現年課税分

の収納率は９９.２０％、滞納繰越分３０.１１％でございます。それでは町税の各税目

の決算状況につきまして収納推進課長より説明をいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

宮崎課長。 

○収納推進課長（宮崎伸之君） 

それでは収納推進課所管の決算状況について説明をいたします。事項別明細書の１４、

１５ページをお開き願います。１款１項１目個人町民税でございますが、現年度課税分

としまして調定額２３億３,８４７万３,１００円に対しまして収入済額２３億２,３３

６万６８３円となっております。収納率は９９.３５％となっております。滞納繰越分

といたしまして調定額８,３００万６,２４６円、収入済額２,２３５万３,５１９円とな

っております。収納率は２６.９３％となっております。不納欠損額につきましては６

６件の２９３万１,０４５円でございます。続きまして１款１項２目法人町民税でござ



 

 

います。現年度課税分としまして調定額１億１,３２８万８,０００円、収入済額１億１,

２８１万９,２００円となっております。収納率は９９.５９％となっております。滞納

繰越分につきましては調定額９５万７,７００円、収入済額４７万１８４円となってお

ります。収納率４９.１０％となっております。不納欠損額は４件で７万３,８１６円で

ございます。１款２項１目固定資産税でございます。現年度課税分につきましては調定

額１４億７,５１７万３,９００円、収入済額１４億５,７５５万６,１３３円となってお

ります。収納率９８.８１％でございます。滞納繰越分としまして調定額７,２５５万６,

８２９円、収入済額２,３８６万６,３１６円となっております。収納率は３２.８９％

でございます。不納欠損額につきましては１１件の５４万５,５４３円でございます。

次に２目国有資産等所在市町村交付金の調定額は収入済額共に３６１万７,７００円と

なっております。１款３項１目軽自動車税でございます。現年課税分につきましては調

定額９,７５６万９,５００円、収入済額９,６８１万４,９００円となっております。収

納率は９９.２３％でございます。滞納繰越分としまして調定額１９５万４,４３３円、

収入済額７０万９,５００円となっております。収納率は３６.３０％でございます。不

納欠損額は２９件の１１万２,２００円となっております。１款４項１目たばこ税でご

ざいますが、現年度分のみで調定額、収入済額共に２億４,３１０万８,９２１円でござ

います。１款５項１目特別土地保有税の調定額、収入済額はございません。 

続きまして１６、１７ページをお開き下さい。１款６項１目入湯税でございますが、

現年度分のみでございまして調定額、収入済額共に７万２,３６０円となっております。

１款７項１目都市計画税でございますが現年度課税分としまして調定額２億９,２８９

万２,５００円、収入済額は２億９,０２２万５,６６７円となっております。収納率は

９９.０９％でございます。滞納繰越分としまして調定額１,４２６万５,８７７円、収

入済額４６１万６,１０４円となっております。収納率は３２.３６％となっております。

不納欠損額は４件の４万３,０４２円でございます。先程、税務課長の説明にもありま

したが、町税の収納値は現年度９９.２０％、滞納繰越分が３０.１１％、現年度、滞納

繰越合計でございますが９６.６８％と前年度より０.５５％増となっています。平成に

入りまして昨年もでございましたが、収納率では昨年度を上回りましたので過去最高の

収納率という結果が出ております。なお、町の財源確保の為と繰越額につきましては減

少に繋がっておりますので、この分につきましては成果があったものと考えております。

なお、主要な施策の成果に関する報告書につきまして４ページ、５ページの方に各税目

の現年度課税分、滞納繰越分につきまして内訳が掲載されております。併せて御参照い

ただければと思います。税収につきましては以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

それでは引き続き歳入の残りの分につきまして御説明をいたします。事項別明細書の



 

 

２４、２５ページをお願いいたします。上から５番目にございます１２款２項１目総務

手数料５節税務関係証明手数料３２４万４,９００円でございますが、こちらは全て税

務課の所管分となります。件数は１万３０３件分でございます。次の６節督促手数料１

０５万２,９４８円でございますが、うち税務課所管分は８０万５,０７０円、件数は８,

０５１件、収納推進課分は２４万７,８７８円、件数は２,４８１件分でございます。続

いて８節史跡手数料の２８万４,４００円、こちらは全て税務課の所管分でございます。

件数は７９１件分でございます。 

続きまして３４、３５ページをお願いいたします。１番上にございます１４款３項１

目総務費委託金２節徴収費委託金でございますが、こちらは税務課所管分でございます。

収入済額の６,１７０万２,２４６円。こちらは個人県民税の徴収取扱に対する委託金で

ございます。算出根拠は納税者１人当たり３,０００円となっております。ちなみに県

への払込額ですが１５億４,２９２万７,０５２円となっております。 

続いて４２、４３ページをお願いいたします。１９款１項１目１節延滞金でございま

す。２２５万６,２５２円のうち税務課所管分は２４万７,１５２円、１５５件分、収納

推進課所管分は２００万９,１００円、６１８件分でございます。それから１９款５項

１目１節雑入の上から３番目にございます滞納処分費３０万５,４４３円、こちらは収

納推進課の所管分でございます。内訳は裁判所予納金の返還分として３０万円、またイ

ンターネット公売に係るシステム使用料の配当として５,４４３円でございます。 

続きまして歳出の方に移らせていただきます。６８ページから７３ページまで、１２

６、１２７ページが税務課および収納推進課の所管となります。６８、６９ページをお

願いいたします。２款２項１目税務総務費の支出済額１億３,５２０万４,７４９円のう

ち、税務課の所管分は８,５６２万９,７２０円、収納推進課所管分は３,６８３万１,５

９１円で、これは税務課職員１４名、収納推進課職員６名、計２０名の職員の人件費、

旅費等の支出が主なものでございます。前年度と比べまして人件費が約８０万円ほど増

加しております。これは税務課の時間外手当の増によるものでございます。主な要因と

いたしまして、税分野におけるマイナンバー事務の開始、それから申告相談業務の終了

時刻等々が遅くなっていること等で、時間数が伸びたということを分析しております。

また、この他の節について支出金額に若干の増減はございますが、内容は前年度とほぼ

同様です。それから、この目については総務課所管分として固定資産評価委員に係る経

費、産業振興課所管分としてふるさと応援寄附金に係る経費も含んでおります。 

次に７０、７１ページをお願いいたします。２目賦課徴収費でございます。支出済額

５,５１９万７,４７８円のうち税務課所管分は５,０４０万２,３０５円、収納推進課所

管分は４７９万５,１７３円でございます。前年度と比較いたしまして約１,７００万円

の増額となっております。増の主な要因といたしましては１３節委託料が前年対比２,

２００万円ほど増加しております。内容といたしましては、評価替えに伴う土地の鑑定

業務、評価業務、航空写真撮影業務、納付書等処理業務、これらの委託料がいずれも前



 

 

年度において支出が無かったというものでございます。納付書等処理業務につきまして

は前年度は印刷製本費の方で支出をしておりましたので、２８年度においては当然印刷

製本費が減少し、その額は３９０万円ほど減少をしております。この他に２８年度決算

で新たに支出を行ったものといたしまして、１節報酬の徴収嘱託員報酬４５万４,４９

０円、７節賃金の育児休業等代替職員賃金、税務課と収納推進課が各１名、２名分の７

７万１,３００円、１２節役務費の軽自動車検査情報料２６万２,７９１円等がございま

す。これ以外の節につきましては、内容としましては前年度とほぼ同様でございます。 

次に１２６、１２７ページをお願いいたします。６款１項５目農地費でございます。

この目につきましては全て税務課の所管分となります。これは国土調査に係るデータの

利用及び異動修正等に係る経費が全てでございます。内容は前年度とほぼ同様でござい

ます。以上、簡単でございますが主なものの説明とさせていただきます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

説明が終わりました。ただいまから質疑を受けたいと思います。 

歳入は一括をして質疑をお願いしたいと思います。 

質疑ありませんか。１４ページからです。ありませんか。 

無いようでしたら歳出の方に移ります。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

まず、平成元年以降、最高の徴収率ということで大変御苦労様でした。歳出の方でお

尋ねをいたしますけれども、７０、７１ページの１１節の消耗品費。これが予算が恐ら

く１７０万円ぐらいでしたかね。これが１,０３９万円ばかりになっとるということの、

この大幅なアップの理由をまず教えて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

２款２項１目税務総務費の消耗品費でございますけども、税務課、収納推進課の予算、

決算額としましては例年とほぼ変わりなく、こちらの方が産業振興課所管のふるさと応

援寄附金に係る返礼品等ですね。こちらの方の予算がこの目に入り込んでいる為に増額

がされてるという状況でございます。税務課の支出としましては例年と変わらない書籍

代と追録代、これが百万円ちょっとです。恐らくふるさと納税に関するもので八百何十

万円の支出があったかと思いますが、所管が私どもではございませんので、また改めて

お尋ねいただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

それでは休憩を閉じて委員会を再開します。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

実はこの６８ページの１番下の徴税費のところの予備費支出及び流用増減、ここで１,

１５８万１,０００円予備費を使ってある訳ですよね。これをずっと計算してみると、

２款の中で流用の出来なかった分に大きく影響しとるのがこの１,０００万円ぐらい。

これだろうと思っとったんですが、所管が違うので、そこら辺の連携が取れていなかっ

たんじゃなかろうかなと。ふるさと納税のおそらく商品代でしょ。そうすると、例えば

産業振興課の方、ここはおおよそ寄附金の額と考えておれば、これだけ予算を組まんば

いかんと、補正を組まんばいかんというのは分かっていたはずと思うんですが、そこら

辺は何も情報は入っとらんとですか。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

喜々津委員おっしゃる通り、私どもで産業振興課と、このふるさと納税に関する事務

経費等々何の話もしてなく情報も全く取り入れることが出来ない状態でして、把握して

おりません。ですので、それぞれがこの２款２項１目の予算を自分達で要求をして使っ

てるという状況でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

では、その件は産業振興課の方でまたやるとして、私がなぜこれを言うかといえば、

足らずに予備費で１,１５８万１,０００円使っておるのに、今度は不用額で１,３４５

万６,０００円も出しとる。だからそういう何て言うのかな、理論的に言えば理屈が合

わないような経理になっとるという気がする訳です。ですから、ここら辺は特別今まで

所管が違っとって、初めてのことで連携が取れてなかったというのはやむを得んかなと

思いますけれども、そういう意味では、もう少し３月に補正を掛けるくらい、それが無

かったのかどうか。それすらも何も所管と話をしとらんと。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

もう正直なところ申しまして、私どもの税務課サイドの中でしか予算の枠組を捉えて

おらず、その中で今回特に航空写真等の補正まで組ませていただいた関係で、税務課の

予算の枠内での執行というところに気掛けてばかりおりまして、連携というのは全く取

っていない状況でございます。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

久保平部長。 

○企画財政部長（久保平敏弘君） 

この決算書の結果を見ますと、もう御指摘の通りです。真に格好の悪い形になってお

ります。弁解ではございませんけれども、繰り返しになる部分もございますが、以前は

税務課の方で一切合切やってたんですけれども、やはりこれに今後注力するということ

で議会でも表明をいたしまして、産業振興の方に返礼品募集と返礼品の部分が行ったと

いうところです。いろんな募集がどんどん当初の想定よりもたくさん寄せていただいて、

そういう意味で予備費を充用するような形にならざるを得なかったということがござい

ます。ですので、財政課とはそれなりにやり取りをしてたんですが、先程のお話の通り、

税務課はもう手が離れてるというような意識がございましたんで、そこは予算を同じと

ころを使ってるにも係らず、やはり不十分であったというところです。ですので、その

点につきましては十分、今後、気を付けてまいりたいと。産業振興としても手ごたえと

言いますか、どれぐらいの返礼品を用意すれば、どれぐらい寄せていただけるかという

ようなことも、一定実感として捉えておりますので、今後はこういったことが無いよう

に十分気を付けてまいりたいと考えております。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

別に質疑ありませんか。いいですか。 

歳入歳出、含めて結構です。ありませんか。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

７２、７３ページの２３節の還付金、還付の種類とすれば、所得税の確定申告等に伴

う所得の確定に伴い還付すると。あるいは課税誤りがあって還付すると。大きく分けれ

ば２つあるかなと思うんですが、今回のこの５６２万８,０００円というのはどれに当

たるのか、これをまず説明をお願いします。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

こちら歳出還付になります。内訳ですね、もちろん先程おっしゃられた個人町民税の

過年度の修正が申告等で出た為の還付もございます。それからその他に法人町民税、固

定資産税、軽自動車税、こういったものもございますけども、歳出の大きなものとしま

しては、ほぼほぼ修正申告というものなんです。今回特に固定資産税というのが５６万

８,４００円ほど大きくあったんですが、これはいずれも償却資産の修正申告が行われ

まして過年度の申告誤りを更正する案件というところで出たものでございます。ですの

で、評価額を誤ったというようなものではないという認識でお願いします。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 



 

 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

もう１回確認。税務事務上の課税誤りはなかったということで理解して良いんですね。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

そのような理解でお願いをいたします。 

○委員長（岩永政則委員） 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

７１ページの徴収嘱託員報酬についてお伺いをしますが、何名分の報酬、また実際に

月にどれぐらい稼働日数といいますか、お仕事の内容等教えていただきたいと思います。 

○委員長（岩永政則委員） 

宮崎課長。 

○収納推進課長（宮崎伸之君） 

嘱託徴収員でございますが、国民健康保険関係としまして４名採用させていただいて

いる状況でございます。年度別の収納額で回答させていただきますが、２８年度におき

ましては２５１件の４０４万２,９００円でございます。２７年度におきましては１６

１件の３７０万８,９００円となっております。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員） 

そうしますと４名いらっしゃるということで、この件数とその収納金額を今、御報告

いただいたと思うんですけれども、滞納というか、まだ納めてらっしゃらない方に、訪

問といいますか、その文書を直接持って行ってとか、そういった事とかを電話対応とか

そういったことも全て含めてということでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

宮崎課長。 

○収納推進課長（宮崎伸之君） 

今申しました国保関係の徴収嘱託員につきましては、滞納が発生した分について訪問

し収納をしていただくという業務になります。また口座振込の手数料等の確定をさせる

為に、そういう手続をしていただくということも当然やっていただいたりとかしていた

だいております。今言いましたように電話連絡等ということにつきましては、相手方が

おりますので、その相手方の方が電話で連絡をいただきたいということで連絡を受けた

場合は、徴収員の方から直接お電話を差し上げて訪問したり、また我々の方に連絡をい

ただくというような業務内容になっております。以上でございます。 



 

 

○委員長（岩永政則委員） 

いいですか。他にありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

同じ７３ページの役務費なんですけれども、軽自動車検査情報料ということで２６万

円ぐらいが上がっておりますけど、これはどういうものなんでしょうか。 

○委員長（岩永政則委員） 

荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君） 

軽自動車検査情報料といいますのが、税率といいまして今回の軽自動車税の仕組が変

わることによって、年数が長く過ぎてるものを重課、軽課という燃費基準を満たすもの、

そういった判定ものが必要となりました。これをＪ－ＬＩＳという地方公共団体の機構

からデータをいただくものでございます。通常の軽自動車協会との契約の中では、その

軽課燃費基準の達成率、こういったものを判定する材料が含まれていない為に、敢えて

この情報を取る必要がございましたので、これはもう毎年度経常経費として発生してい

くものでございます。以上です。 

○委員長（岩永政則委員） 

他に質疑ありませんか。 

喜々津委員。 

○委員（喜々津英世委員） 

長年、収納推進専門員として頑張っておられた松尾さんが退任をされて、新たに採用

されたということですが、そこら辺の引き継ぎとか、要するに今まで松尾さんがやって

おられたようなことを確実にやっていけるというふうになっとるのか。いや私はもう、

例えば、本来の町税のそれだけしますよということでは困るんで、そこら辺については

松尾さんの仕事を完全に引き継いでもらえるのかどうか。その確認をさせて下さい。 

○委員長（岩永政則委員） 

宮崎課長。 

○収納推進課長（宮崎伸之君） 

今回の松尾の退職に伴う新たな人員確保ということで、県の方にも２年程前から人事

課の方に足を運びまして、同じ条件で、我々としましては上司的な立場ではございませ

んで、専門的な知識を持った方で税の経験者であり、そして松尾が行っている業務同等

のものをそのまま出来る方を、条件をきちっと提示させていただきまして、採用させて

いただいた経緯でございます。その関係もございまして、現在、半年程度たっておりま

すが、内容につきましても松尾の方から引き継がせていただきましたデータの方を１件

１件新しい専門員の方と打ち合わせをしまして、対応等につきましても松尾が対応して

おりました当時と同じような条件で、今現在対応させていただいているのが現状でござ



 

 

いますので、問題は無いかというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（岩永政則委員） 

他にありませんか。いいですね。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

税務課並びに収納推進課、以上で終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（岩永政則委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

これで本日の審査につきましては終了したいと思いますが、異議ないですか。 

（「異議なし」の声あり） 

それではそのように取り扱いたいと思います。 

以上をもって、審査を本日終了したいと思います。お疲れ様でした。 

（閉会 １６時０２分） 

 


